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第 ２ 回 決 算 特 別 委 員 会 会 議 記 録 
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──────────────────────── 
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午前１０時 ０分 開議 

○小泉委員長 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから第２回決算特別委員会を開催いたします。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 さきの本会議において当委員会に付託されました案件は，議場で配付されました議案審査分担表(2)のと

おり，認定第１号であります。 

──────────────────────── 

今後の審査の日程等について 

○小泉委員長 初めに，審査の日程についてでございますが，さきの委員会において御確認いただきました

とおり，委員会の審査日程が３日間となっておりますので，本日２１日と明日２２日の２日間で質疑を行い，

２４日金曜日に御意見を伺った後，採決を行ってまいりたいと思いますので，御承知おき願います。 

 次に，発言者についてでございます。さきの委員会におきまして，通告制による審査を決定し，７人の委

員から通告があったところでございます。発言の順序につきましては，通告順とし，本日２１日の午前は萩

谷委員，袴塚委員に，午後は福島委員，小川委員に，また明日２２日の午前は黒木委員，森委員に，午後は

中庭委員に行っていただくことを目安としてまいりたいと思いますので，御了承願います。 

〔「ちょっと委員長」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 私の通告は３番目になっているんだけれど，発言通告書を新たに出したいんですよ。ですから，

できれば最後がいいと思うんですが。 

○小泉委員長 発言通告書をですか。 

○福島委員 はい。発言通告書で，皆さんは資料請求をしているが，私は資料請求をしていない。私の質問

項目は不用額であります。今回の資料におきましてですね，不用額というのはトータルで約１２３億円にな

っております。現在我々の手元にあります決算資料では９６億３,９５９万１,６５５円であります。この中

身について各課に資料を提出いただきたいという…… 

○小泉委員長 資料請求に関しましては，前回，第１回の委員会で皆様にお諮りをさせていただいて，９月

９日木曜日の１７時での締切りと…… 

○福島委員 ああ，そう。じゃ，私の順番になって，答弁者が６０人ぐらいいるもんですから，頭からばっ

てやれば，答えは出ますね。 

○小泉委員長 １時間の質疑の中でお願いできればと思います。 

○福島委員 いやいや，だから質問項目は，各所管の不用額であります。極端なことを言えば，例えば議会

費においては１,９２０万２,０００円が不用額，総務費における不用額は２,０００万円ぐらいあります。

それから財産管理費で言えば四千何百万円ぐらいあります。そういうのを一々言って，一々答えられないと

私は思うから，先に言って書いてもらえればね，これは資料請求じゃないからね。ここに書いてあるものを

もう一度，私の作った通告書には，不用額が幾らかとここに書いてあるね。それで予算要求額や当初予算を

なぜ質問するかというとね，水戸市の予算でね，１００億円以上も不用額というのは，我々議会は，十分に
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内容を精査して，１年分の予算を審議しているわけですよ。だから，１００億円も使わなかったということ

に対しては，何の理由があるのかと。当初予算を組んだ際には，予算要求をしてこれは何々に使いますよと

いう要求をしているわけです。だから，駄目だとなれば，私，一々やります。その代わり，てきぱきと答え

られなければ，どうしますか。私はね，いじめたいわけじゃないんだよね。 

○小泉委員長 つまり基本的に前回お諮りさせていただきました中で，質問の通告を皆様方にお出しいただ

いております。 

○福島委員 だから，私は発言通告したよ。 

○小泉委員長 はい。その通告を基に執行部のほうも該当するであろう担当課のほうで，それぞれ準備をさ

せていただいております。また，委員の皆様におきましては，質問するに当たり，その質問を補足する意味

で資料請求という形で，通告書と同じく９日木曜日が期限でございましたけれども，皆様のお手元に必要な

資料を出させていただきましたので，そのルールの中で，今後の委員の質問の中で，その内容も含めて質問

をしていただきたい，質疑をしていただきたいというふうに思っております。 

○福島委員 ああ，そう。じゃ，この場へ６０人の人が来て，みんな並んでてもらって質問していけばいい

んですね。 

○小泉委員長 はい。 

○福島委員 はい，分かりました。 

○小泉委員長 それでは，次に，質疑時間につきましては，さきの委員会において通告者１人当たりの持ち

時間をおおむね１時間とし，通告者の質疑の後に行います関連質疑の取扱いにつきましては，全ての通告を

通しまして，各委員お一人当たりの持ち時間をおおむね１０分とするということで決定したところでありま

すので，御承知おき願います。 

 なお，今委員会より前方右側のテレビモニターにて発言残時間を表示いたしておりますので，皆様方に御

承知おきいただきたいと思います。委員の皆様方から向かって右前方でございます。執行部のほうは左後方

でございますので，御承知おき願います。 

 次に，配付資料についてでございます。発言通告につきましては一覧として取りまとめ，また事前に請求

のありました決算審査に係る追加資料につきましては，正副委員長で協議の上，お手元に配付させていただ

きましたので，御了承願います。 

〔「委員長，委員長」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 中庭委員。 

○中庭委員 今回私はね，資料請求をしたんですけれども，しかし，実際にこれを見てみますと，４分の

１しか資料が提出されていないということなんですよね。あまりにもこれはね，ひど過ぎるというふうに思

いました。なぜかというと，削ったものを見ると，質問する項目に限られていて，質問しない項目は資料が

提出されないという状況になっているわけです。そうなると，質問時間は１時間と限られておりますから，

結局資料請求も限られちゃうということであるんですけれども，何で認めなかったのか，ちょっとお答えい

ただきたい。 

○小泉委員長 ただいまの中庭委員からの質疑でございますけれども，前回の委員会におきまして，委員の
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皆様方にお諮りをいただいて御承認をいただいたものと理解をしております。あくまでこの決算特別委員会

の資料請求に関しましては，発言通告された質問を補足する意味での資料請求という形でございます。そう

いったことから，あくまで通告をしていただいた内容に関連する款項目等の資料に関しましては，執行部の

ほうで用意をしていただきました。なお，これはこの委員会として請求をするものでございますので，前回

の委員会で各委員さんからの御意見もいただきながら決定したものだと思っておりますので，ぜひ御了承い

ただきたい，御理解いただきたいと思います。 

 中庭委員。 

○中庭委員 私はね，この委員会で了承されたものとは認識しておりません。決算委員会というのはね，や

っぱり税金がきちんと使われているのかどうかを審議する委員会ですよね。そうすると，やっぱり資料が提

出されて初めて質疑ができるわけですよ。そうしなければ質疑ができないということで，これでは結局です

ね，この市政全体をチェックできないと。問題点も明らかにすることができないということになってしまう

ので，私はね，議会のチェック機能あるいは役割というのを，自ら縛るということになってしまうんじゃな

いかと。それもね，やっぱり委員長がそういう決断をして，前回，全体で決まったわけじゃないんですよ。

それを委員長がね…… 

○小泉委員長 前回の委員会でもお話しさせていただきましたけれども，昨年度の決算特別委員会の中でそ

ういった御意見が委員の方から出ていて，それが本会議の中での審査決定報告書でも申し述べられていると

いうことを受けて，前回の委員会で皆様方に御協議をいただいて決定したものというふうに認識しておりま

す。 

〔「委員長，委員長」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 今の資料の問題なんだけど，要は質問をするのにね，質問の補足資料としてもらっているはず

なんだ。もしそういうものが要だったらね，逆に言えば，資料請求するときに，ここまでの範囲で要ですよ

と，こういうことをやっぱり言って，そして資料請求してもらうということにならないと，執行部は後から

ああだこうだと言われたって，じゃ，どこまで用意すればいいのか，こういうことになってしまうんで，こ

の件については，その程度で終わっていただかないと進まないと思います。 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 松本委員。 

○松本委員 これは，令和２年度の決算ですからね，２年度の当初予算の審査のときにね，賛成したのか反

対したのか，それによってこの質問を受けるべきか，受けないべきかと。例えばだよ，第何款に反対してお

いてね，それを質問するというのはどうかなと私は思うんです。ですから，その辺は委員長の計らいで，た

くさん通告している方もおりますから，そういう意味では，その辺の調べというのはできているんですか。 

○小泉委員長 一応そういうところも，こちらから資料として準備はさせていただいております。 

 中庭委員。 

○中庭委員 反対したら質問できないというんじゃなくて，やっぱりきちんとね，だって前の決算委員会は

…… 



－33－ 

○小泉委員長 中庭委員，資料請求の部分に話を戻しますけれども，あくまで通告制を皆様の御協議の中で

選択していただいて，通告制ということは事前の発言通告をお出しいただく，その発言に関する補完で資料

請求も行うということでございますので，あくまで発言に関連するものをということで…… 

〔「委員長」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 あのね，私らはね，執行部をいじめるんじゃなくて，より具体的に出してもらおうと思ってん

だ。１２３億円も不用額なんですよ。議会は，当初予算を認めるのにね，市民のためにこういう事業をやり

ますよと，いいですよと。しかし，１２３億円も不用額が出たから，これはどういう意味だったんだ。それ

を一々聞くといじめになるから，私は，ここにね，不用額は幾らか，不用額の理由，翌年度繰越額，不用額

を受けて来年度この不用額は何に使うのかというのを書いただけなんですよ。これでも駄目だとね。 

○小泉委員長 それは駄目云々ではなくて…… 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 通告の件で話をさせていただいております。福島委員。 

○福島委員 答弁を簡単にしてもらおうと思って，こう書いたんだ。難しくないよ。不用額が幾らかと，予

算要求額と当初予算と，不用額の理由，何で不用額になったか。翌年度繰越しはどうなんだと。 

○小泉委員長 それは発言通告のほうの話ですか。それとも資料請求のほうの話ですか。 

○福島委員 いやいや，だからこれを書いてもらおうと思ったら，あなたが駄目だと言うからね。 

○小泉委員長 いや，私は…… 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 それは，あくまで発言通告で行っていただくものの一つなのかもしれないですね。福島委員。 

○福島委員 だけども，やはりね，議会というのは委員のみんなが話を聞いて，円満な委員会運営をやらな

いとね，何でもかんでも自分の思うとおりにできると思ったら大間違いだよ。やっぱり市民のためにやるの

が決算委員会なんだ。俺はそのために１２３億円も不用額が出たからね，我々議会が予算を審査するとき，

これは全部執行しますということで賛成してきた。そしたら，使わなかった。使わないのもしようがないよ。

だから，この余った金額はどうするんですかというのを書いてもらう。 

○小泉委員長 質問の内容は，今回の決算委員会の質疑の中でぜひ進めていただきたいと思いますので，御

了承をお願いしたいと思います。 

 また，先ほど福島委員から円満な委員会運営という話がありましたけれども，円滑な委員会運営をするた

めに前回の委員会で委員の皆様にお諮りをさせていただいております。あくまで私が個人で決定して進めて

いるわけではないので，御理解をいただきたいと思います。 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 まだ指名をしていない。中庭委員。 

○中庭委員 やっぱりね，そういう点ではね，やり方がちょっと独断専行すぎるんじゃないかというふうに

私は感じました。やっぱり委員長というのは，皆さんの意見を十分反映して，その意見を聞いて…… 

○小泉委員長 前回の委員会で皆さんにお諮りをさせていただいて，決定をさせていただいております。 
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○中庭委員 いや，だから，それは全体で決定していないです。私は反対したし，それなのに一方的に委員

長が今回４分の１の資料に削減してしまうというやり方は，やっぱり言論の府である議会を一方的に狭めて

しまうというやり方だと私は思うんです。だから，そういう点で，こういう運営のやり方は改めていただき

たいと思います。そして，私が請求した資料を全て出していただきたいと思います。 

○小泉委員長 ほかに御意見ありますか。 

〔「改めることにして今は進めろよ」，「進行」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，議事を進めさせていただきたいと思います。 

 次に，委員会の出席説明員につきましては，通告に関連する担当部課長の出席とさせていただき，通告内

容により入替えを行いますので，御了承を願います。 

──────────────────────── 

認定第１号（令和２年度水戸市一般会計及び特別会計決算認定について） 

○小泉委員長 それでは，認定第１号を議題とします。 

 これより通告に基づく質疑を行います。 

 なお，委員会の運営の効率化を図るため，重複する質疑，質問等は極力避けていただきますとともに，質

疑，質問等に対しましては，決算書及び審査資料に基づき記載箇所をお示しいただきながら行っていただき

たいと思います。また，関連質疑につきましては，各委員の通告に基づく質疑終了後に行いますので，よろ

しくお願いいたします。 

 なお，令和２年度の決算に関係のない要望等の議論につきましては，避けていただきますよう御協力をお

願いいたします。 

 それでは，初めに，萩谷委員から発言を願います。 

○萩谷委員 それでは，通告に従いまして私のほうから，１０項目にわたって質疑を行いたいと思います。

事前に私のほうから資料請求させていただきました。１ページから５ページまで，ちょっとこれＡ４に縮小

して出されているんで細かくて，ちょっと皆さん御覧いただきにくいかと思うんですが，この決算カードの

５ページがちょうど令和２年度になっていますね。こちらの決算カードというのは御承知の方も多いかと思

うんですが，これ毎年ですね，全国の地方公共団体が総務省のほうに提出している地方財政状況調査票をま

とめたものなんですね。こちらを見るとですね，マクロなものが分かってくるというところで，私のほうは

個別の事業というよりもマクロな面から水戸市の財政の現状などについて，質問させていただきたいと考え

ております。 

 まず，１項目めでございますけれども，実質収支比率，それから実質単年度収支についてということで，

初日に配られた決算資料の１ページにも載っております。この決算カードのほうを見るとですね，ちょっと

細かいんですが，右下のほうに実質収支比率というところがあるかと思います。令和２年度につきましては，

実質収支比率が６.７％でございました。これ前年度は５.５％ということですね。このようになった理由と

いうのがどういったことか，まずお聞きしたいと思っています。 

 これ，一般にはですね，３％から５％が適正というふうに言われておりまして，５％を超える場合は剰余

金とか不用額が生じているというふうに考えられるわけでございます。このあたりについて，まず質問させ
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ていただきたいと思います。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの萩谷委員の御質問にお答えいたします。 

 令和２年度では，実質収支額が約３９億４,０００万円でございましたので，標準財政規模の５９０億

７,４００万円に対しまして６.７％という比率でございます。本市では，約３０億円の実質収支を達成する

ことを財政運営の目標としております。３０億円という額はおおむね５％の値となりまして，ただいまの御

質問にあった３％から５％に該当するものでございます。 

 それでは，令和２年度が６.７％となった理由でございますが，まず１点目は，本定例会に提出していま

す補正予算のとおり，国に返還する精算がこの実質収支には含まれております。合計で４億７,０００万円

となりますので，この額が実質収支を押し上げている要因でございます。また，令和２年度の特徴的なもの

としましては，施設の閉鎖や事業の中止に伴いまして，今までなかった不用額が出ております。こういった

要因がございまして，令和２年度は実質収支額が３０億円を９億円上回ったというのが，今の分析でござい

ます。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 新型コロナという特殊な事情が生じて，こういった状況が生じているのかなというふうにも考

えておりますが，ここでですね，この資料の５ページですね，２年度の決算カードですが，こちらの右上の

ほうに収支状況という欄があるんですね。ちょっと見にくいんですが。この中に実質単年度収支というのが

ございます。こちらの金額を申しますと７億７,９４３万９,０００円という数字が出ていますね。令和元年

度は三角で３０億８,５７４万５,０００円ということで，これ一見すると，大幅に改善しているように思わ

れます。先ほどの不用額がたくさん出たということなんでしょうけれど，この剰余金の使い道というのはど

のように考えているのか。こういう剰余金をあまり出してしまうと，やっぱり財政運営上よくなくてですね，

やっぱりこういったものをコロナ対策だとか，あるいは財政調整基金，これ市の貯金のほうになりますけれ

ど，こういったものに回していく考えなのか，この辺をお聞きしたいと思っています。 

 特に剰余金の５０％というのは，財政調整基金に積み立てるのが望ましいというふうに一般的にも言われ

ていると思います。このあたりについて，見解をお聞きしたいと思います。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず１点目でございますが，実質単年度収支については，令和２年度は７億７,９００万円のところ，元

年度は三角─赤字でございます─３０億８,５００万円という数字で大きく変動しております。この実

質単年度収支というのは，実質収支の差額でございまして，令和２年度であれば３０億９,２００万円から

３９億円ですので，約９億円の増額になっております。これに基金の積立てと取崩しを考慮しておりますの

で，約８億円というのが令和２年度の実質単年度収支でございます。 

 令和元年度は，基金の取崩しが４６億円ございました。一方で積立ては１５億円ですので，３１億円の基

金分での収支差額が出ております。令和元年度は，御存じのとおり，新庁舎の整備や新ごみ処理施設の特別

な事業に予算が多く投入されております。加えまして，茨城国体の開催や中核市移行の保健所整備など，特
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殊な財政要因がありまして，基金分で３０億円の収支不足が出ているというところで，単年度収支には大き

な差があります。 

 ２点目の実質収支の使途でございますが，まずは例年１２月議会に補正予算を提案しまして，実質収支額

の２分の１の額を財政調整基金に積立てを行っております。今年度も１２月に予定をしております。また，

そのほか補正予算の財源として活用しております。今回も商工費の事業継続特別対策支援金などに１億

９,０００万円の一般財源を用意しておりますが，これは繰越金を用いて予算措置しておりますので，有効

に活用しているところでございます。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 基本的に財政調整基金やコロナ対策の補正に回しているというようなお答えだったかと思いま

す。 

 ちょっと時間がないので，次に行きます。２項目め，今お話のあった財政調整基金のほうに移りたいと思

います。 

 決算資料の４ページですね。こちらのほうに財政調整基金が載っているかと思います。決算カードのほう

は５ページの右下のほうに出ております。こちらなんですが，財政調整基金は，２年度が２６億

２,４４４万６,０００円と出ています。元年度が２７億１４９万８,０００円ということで，これは標準財

政規模の４.４％ということですね。決算カードのほうもちょっと見にくいんですが，ここ５年間の推移と

いうのがまずどういうふうになっているかというのと，財政課の分析をお聞かせいただきたいと思います。 

 この財政調整基金については，一般的には標準財政規模の２０％くらいが望ましいというふうにも言われ

ていますが，今後の見通しというのはどのようになっているか。このあたりについてもお聞かせいただけれ

ばと思います。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず，１点目の財政調整基金の５年間の推移でございます。御指摘のとおり，令和２年度末は約２６億

２,４００万円でございます。５年前の平成２８年度末は約９６億８,９００万円でございました。この５年

間は，御存じのとおり，４大プロジェクトの推進に伴い活用を続けてきたものでございまして，またそのほ

か，国体関連の市民球場の整備，令和元年台風第１９号の災害復旧，また中核市移行の準備など，特別な財

政需要に対応するために，この差額分，積立てを取り崩して対応してきたことにより現在の残高になってい

るものでございます。 

 また，残高の目安でございますが，標準財政規模の２０％という御指摘がございました。そのような目標

を掲げている団体というのはございます。しかしながら，国が示した基準というのは特にございませんで，

団体によって規模は大きく違いますので，どちらかというと，規模の何％というよりは，額で見ていったほ

うがよろしいかと思います。本年度は本市ではおおむね３０億円，５％を財政運営の目標としまして，これ

を常に確保するようにしております。現在これを若干下回っているというのが実情でございます。これにつ

きましては，コロナ禍ということもございますし，昨年度の災害復旧もございました。残高を確保すること

よりも市民サービスを低下させないことを優先して基金の管理をしているということで，下回っております。 
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 今後の見込みでございますが，新市民会館の整備が完了となる令和５年度以降は残高の回復に努める方針

でございます。令和７年度末には，現在，安心ビジョンでは４０億円程度の残高に回復させようという目標

で運営しているところでございますので，御理解をお願いいたします。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 ここを突っ込んでいくといろいろ論議になっていくんですが，令和５年度から残高が回復して

いくと，４０億円基調になるというお話，あと水戸市のほうでは５％を目標にしているというお話ですね。

じゃ，このあたりを踏まえて，今後の論議を深めていければと思います。今日はこのぐらいにしておきます。 

 次，３項目めですが，経常収支比率についてということですね。こちら決算資料の１ページ目にございま

す。それから決算カードでいうと，５ページの左下のほうに出ています。これを見ると，２年度は

９５.４％と高い値を示しています。この５年間ずっと見ていますと，８９.４％，９３.８％，９５.５％，

９６.９％，９５.４％で推移していますが，その要因について，市の見解をお聞かせいただければと思いま

す。 

 あわせて，今後の見通しというのはどのようになっていくかということです。特に，ほかの類似団体との

比較というのが非常に大事になってくるかと思っています。そのあたりについてもお聞かせいただければと

思います。 

 以上です。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 まず，財政調整基金の残高なんですけれども，説明が不足しており，申し訳

ありません。５％というのは最低限でございまして，５％以上の額を確保してまいりたいというのが市の方

針でございます。 

 続きまして，経常収支比率の御質問にお答えいたします。 

 経常収支比率というのは，歳入である経常的な一般財源が歳出の経常的な経費に充てられていることを示

す値でございます。御質問のとおり，本市は９５％前後で推移しております。こちらは民生費の社会保障費

の財源に要しているのが現状でございまして，今後も経常的な経費である扶助費について，高齢化，核家族

化などの社会構造の変化により増加を続けていくことはやむを得ないと考えております。そのため，この経

費について大きく改善することは，地方財政制度の変更がない限り望めないものと考えております。 

 また，類似団体におきましても，令和元年度の値でございますが，中核市平均は９２.８％となっており

まして，やはり増加傾向が全国的に続いているというのが現状でございます。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 ありがとうございました。扶助費のほうについてはですね，９番のほうでちょっともう一回お

聞きしたいと思っています。やっぱり扶助費に回る率というのは高くなっているというお話と，全国の類似

団体の平均が９２.８％で増加傾向にあると，水戸市はそれよりちょっと高めに出ているというようなこと

が分かりました。 

 じゃ，４番目のほうに移っていきたいと思います。公債費負担比率，それから公債費比率ということにな

っています。こちらについては，ちょっと決算カードのほうで見ていただきたいんですが，私のほうで事前
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に見た数字で言わせていただきたいと思いますが，２年度がですね，公債費負担比率が１３.２％，元年度

は１２.５％です。それから公債費比率，これが２年度は８.８％，元年度は９.７％というふうになってい

ます。この５年間の推移について，市のほうでどのように分析されているか，評価されているかということ

をお聞かせいただきたいと思います。特にですね，先ほどお話のあった４大プロジェクト，これの影響がす

ごく大きくなっていくということで，今後も高くなっていく見通しなのかどうか，このあたりについて，も

う一度お聞きしたいと思います。 

 以上です。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず，公債費負担比率でございますが，この算出の方法は，起債の元利償還金に充当した一般財源が歳入

の一般財源総額に対し，どの程度の割合かということでございます。令和２年度は１３.２％でございまし

た。５年前の平成２８年度は１２.４％と若干増加傾向になりますが，これは一般財源のカウントでござい

ます。また，公債費比率については，元利償還金の標準財政規模に対する割合でございます。令和２年度は

８.８％でございます。これが５年前の平成２８年度は９.５％でございます。やはり同じような数字で推移

しております。 

 御指摘がありました４大プロジェクトについては，市債は多額の発行を現在行っております。しかしなが

ら，償還については現在据置期間のものが多いので，公債費比率，償還に対する影響というのはまだ大きく

出ている段階ではございません。５年の据置期間が終了した場合は，４大プロジェクトの償還というのは増

加する傾向がございます。しかし，それ以前の市債，発行した市債が減少しますので，公債費総額としては

大きな増加になることは想定しておりません。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 そういうお答えなんですが，私としてはちょっと心配な部分もございます。 

 関連してですね，５番目の項目はプライマリーバランスでございます。プライマリーバランスというのは，

御承知かと思いますけど，地方債を借りる額と，それから決算カードのほうに載っている公債費元利償還金

のバランスがちゃんと取れているかどうかということで，決算カードでいうと，５ページの左下のほうに小

さい字で載っているんですよね。人件費とか下に書いてあって扶助費，公債費とあって，内訳，元利償還金

ということで，こちらが９８億３,５１２万２,０００円というふうに出ているの見えますでしょうか。それ

から，地方債，これはですね，資料をちょっと上に上がります。そうすると地方債という額が出ているんで

すが，こちらが１７８億８,１１０万円ということですね。こういうことで，地方債のほうが上回っている

わけですね。元利償還金が地方債を下回っているということなんです。ここ５年間，これがどういうふうな

推移になっていくのか。やっぱりこのプライマリーバランスというのは，改善していかなければいけないと

思います。今後どのような方向で改善していくお考えなのか，そのあたりについてお聞かせいただきたいと

思います。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 
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○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいま御質問がありましたプライマリーバランスでございます。 

 令和２年度の公債費の発行額は約１７８億円，元利償還金が約９８億円ですので，御指摘のとおり，

８０億円の発行額超過になっております。これは過去５年間においても，この額までは行きませんが，平成

２８年度は約３７億円，２９年度が５１億円，３０年度は１０２億円，元年度が４７億円ということで，超

過状態になっております。これは４大プロジェクトにということで，それぞれの新ごみ処理施設や市役所新

庁舎，東町体育館，新市民会館の整備ということで，この期間については，市債発行が償還を上回るという

のは，想定の範囲内でございます。新市民会館の整備が終わりましたら，平成２６年以前のように市債の残

高を減少させて，プライマリーバランスを改善させるという財政運営の計画を立てているところでございま

す。 

 以上であります。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 このあたり，ちょっと今後の見通しについては，ここであまり突っ込んでいくと趣旨に反する

ということになるかと思うんで，今後，論議の課題というふうにさせていただきたいと思います。 

 じゃ，次に，６項目めのほうに移ってみます。こちらはですね，決算資料の２ページに載っているんです

けれど，先ほどの決算カードでいうと，左下のほうの元利償還金の下に一時借入金利子というのが出ている

んですが，この決算資料の２ページを見てもお分かりなんですが，平成３０年度からですね，水戸市では一

時借入金というのが発生しています。令和２年度については，これが１２３万円ですか，これ年々増加して

いるわけなんです。これについては，キャッシュフロー，資金繰りがちょっと厳しい状況じゃないかという

ふうにも見受けられるんです。実際ですね，金融機関なんでしょうかね，幾らをどこから借りているのかと

いうこと，また利率がどういうふうになっているのか，このあたりについてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 また，こういう一時借入金が生じているのは，先ほど私が言ったようにキャッシュフローが本当に厳しい

のか，そのあたりの要因についてもお聞かせいただきたいと思います。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 一時借入金は，年度内の資金需要の不足を補うために，歳出が先行し歳入が後から入るという状況で発生

するものでございます。発生する要因としましては主に２つありまして，まず工事でございますが，工事は

竣工すれば支払いを速やかに行うというものでございます。対する財源として国庫補助金や起債の発行とい

うのは，年度末にまとまって入ってくるというのが市の財政運営でございます。同様に扶助費も毎月一定額

でお支払いをしておりますが，これに伴う国庫補助金や県補助金など特定財源については，年度末に一括で

入るようになっております。このため，年度内に資金が不足するという状況はございますが，年度が終われ

ば，御指摘があったように，３９億円の実質収支が出ているというのが現状でございます。 

 そして，この１２３万円の利息を払った内容でございますが，やはり年度末の１月から３月にかけまして

資金不足が生じることが要因でございます。瞬間的には８０億円の借入れを行いまして，借入先は指定金融

機関である常陽銀行でございます。また，利率は年利ベースで０.１０２％で借入れを行ったところでござ
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います。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 今のお話だとですね，国からのお金が入ってくる前のやりくりみたいなお話だったんですが，

昨年度については特殊事情というか，新型コロナの関係で収税というか，税金の猶予というのもあって調定

額も下がっていることが要因ではないかと，ちょっと私は考えたんですが，そのあたりというのはいかがで

しょうか。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 令和２年度の市税につきましては，徴収猶予というのを行いまして，令和

２年度中の収入を行わず，徴収猶予特例債という市債を発行しております。やはりこれも年度末に発行を行

いますので，一定額で毎月入ってくる市税収入とは歳入ペースが違っております。やはり市債の発行が大き

くなる，または扶助費の額が多くなるということは，歳出が一定額に対しまして，収入は最後に入るという

状況ですので，年度内に資金が一時的にショートするというのはよくある現象かと考えております。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 ちょっと確認しておきたいんですが，昨年度は不用額がたくさん出ていますよね。なのに資金

がショートする時期が出るということもあるんですか。そのあたりについて，もうちょっと分かりやすく御

説明いただけるとありがたいんですが。 

○小泉委員長 梅澤財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 不用額という御指摘もございますが，それについては，歳出がないというこ

とは特定財源である国庫補助や市債の発行を行わないということなので，不用額が多い，イコール，お金の

余裕があるということではなくて，歳入も未来で入らないものが多数ございますので，不用額の多い少ない

というよりは，歳出が先行するというのがプライマリーバランスに対する大きな影響かと考えております。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 以上の質問でここは止めておきたいと思います。 

 じゃ，次に７項目めですが，将来負担比率，こちらも大事な項目なんですが，お伺いいたします。こちら

の決算資料の１ページ目に将来負担比率も載っていますね。出し方の式なんかも出ているんですけど，決算

カードでいうと右下の健全化判断比率という欄が小さくあるんですね。こちらのほうに出ております。この

５年間を見てまいりますと，９３.０％，１０６.７％，１２１.１％，１３２.４％，１２９.４％というふ

うに推移しています。このあたり，どのように分析されているのか，どのような要因でこういうふうになっ

ているかについて，まずお聞かせください。 

 今までと同じようなんですが，今後の見通し，将来負担比率がどういうふうになっていくのか。これとい

うのは，そもそもどのくらいが適正というふうに水戸市では考えておられるのか，このあたりについてお聞

かせください。 

 以上です。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 
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○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 将来負担比率とは，主に起債残高に対する標準財政規模に対する割合でございます。この内訳は，普通会

計の市債残高に公営企業，また一部事務組合の残高も含めた市が将来負担し得るであろう負担でございます。

こちらは，やはり４大プロジェクトの推進のため変動を続けておりまして，当初から市債の発行が先行する

ということで，将来負担比率は増加を見込んでおります。今のところ，計画どおりの進行と考えております。

この計画におきましては，令和４年度までは増加を続けると考えております。それ以降は，減少に転じると

いう計画を立てておりまして，これについては水戸市財政安心ビジョンというものの中で推計を公表してい

るところでございます。 

 また，適正な値でございますが，早期健全化基準というものが国において示されております。健全化を図

るべき基準が３５０％となっております。この数字を考えますと，２分の１以下でございますので，十分適

正な健全性が保たれていると考えているところでございます。 

 以上であります。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 いずれにしましてもですね，やっぱりこれは将来世代への負担ということになっていきますの

で，きちんとした本当に安心なビジョンが示せるかどうか。安心ビジョンについては，５年間の推移しか見

ていないというところもあるんですよね。そのあたりについても，長期的なところで考えていただきたいと

思っています。 

 それでは，８番目のほうに移ります。８番目はですね，これ決算資料の４ページのほうに基金の一覧が載

っているかと思います。こちらのほうでは，公共施設更新のための積立金がどうなっているのかということ

でちょっとお聞きしたいと思っています。私は，以前の一般質問のときにですね，ファシリティマネジメン

トということで，経営の観点に立ってきちんと施設の財政運営をやっていくということが大事ということを

指摘させていただいて，その中でたしか再質問のときにですね，積立金をつくっていくことも大事じゃない

かということをちらりと言った記憶があるんです。そういった観点でこれを見ていくとですね，水戸市は，

この公共施設更新のための積立てというのが非常に心もとない状況というのが分かりました。庁舎等整備基

金と書いてあるのを御覧いただけますでしょうか。こちらはですね，何と９６９万７,０００円しかないん

ですね。これは水戸市の新庁舎が出来上がったということもあるのかもしれません。それから学校施設整備

基金というのもあるかと思います。これはちょっとびっくりしたんですが，４０６万８,０００円というこ

とで，普通の修繕くらいの金額なんですよね。これは非常に心もとない状況と私は見ました。ここ１０年間

どんなふうに推移されているんでしょうかね。積み増しとかというのをやっているんでしょうかね。ちょっ

と私，本なんかも見るとですね，やっぱり施設の減価償却額の１０％ぐらいは確保しておく必要があるとい

うことが書いてあるものもありました。水戸市の場合，昭和５０年代にたくさんの公共施設を造っているわ

けです。こういった意味ではですね，公共施設が老朽化していって，今後更新しなければならない施設とい

うのが続々と出てくるわけです。そういった中ではですね，定期的に積立てを行っていく必要があるかと考

えられます。これは庁舎とか学校施設のみではないですね。そのほかの市民センター，図書館，様々な施設

がどんどん老朽化していくということもあります。こういったところでですね，定期的に積み立てていく考
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えはあるのかどうか，そのあたりについてお聞かせいただければと思います。 

 以上です。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 公共施設更新のための積立てということで，まず庁舎等整備基金についてお

答えいたします。 

 現在，御指摘のとおり，約９７０万円の残高でございますが，１０年前，平成２３年度末では約８億円の

残高がございました。そして平成２５年度末では１４億円まで積立てを行って，この新庁舎整備に活用させ

ていただいております。 

 また，学校施設整備基金は，令和２年度，４０６万円ということでございます。これはですね，令和元年

度に創設した基金でございまして，旧山根小の用途廃止に伴い国庫補助金を返還する代替として，基金の積

立てを行っております。ですので，学校施設整備につきましては，例年，水戸市には学校が５０近くござい

ますので，基金の積立てというよりは，毎年度，継続的に同額を予算措置しておりますので，基金の積立て

というのは考慮しておりません。行政の施設整備としまして，その施設を使う世代が償還という形で税を負

担するという世代間の負担の公平性ということで，市債を発行して償還という形で負担していくことを考え

ております。仮に基金積立てに財源をシフトしてしまいますと，積立てをしている間は公共施設の整備が滞

ってしまいます。このため，税を納めている世代が公共施設を利用できないという状況も生じますので，新

庁舎など何十年間に一度の大きな施設というのは目的を持って積立てを行いますが，市がたくさん持ってい

る市民センターや学校などにつきましては，例年同じ額を負担していくことで整備を行ってまいりたいと考

えているところであります。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 基本的な考え方は分かったんですが，ただ，先ほど来から４大プロジェクトの話も出ているか

と思います。やっぱり新しい施設を建設する際にはですね，こういった考え方を持って一定額を積み立てて

いくということも非常に大事かと思いますが，そのあたりについてのお考えというのはいかがでしょうか。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 ４大プロジェクトのように大型のプロジェクトの場合には，目標を持って積み立てていくというものより

も，市債を発行しまして，施設を使う世代が市債の償還額を税という形で負担していただくことを公共施設

の整備の原則としております。仮に逆転を行いますと，積み立てている間の世代というのは，施設を使わな

いのに税で施設の整備費を負担するという逆転現象が起こってしまいますので，御理解をいただきたいと思

います。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 ちょっと私の聞き方がよくなかったんですが，一般に公共施設というのは建設費の四，五倍の

メンテナンスとか更新料がかかるというふうにも言われています。そういった意味合いでの質問でございま

して，将来かかってくる施設更新費のための積立てというような意味合いで発言しました。もう一回お願い
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します。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 今の世代というのは，市債の償還ということで施設を使う世代が公共施設の

利用という形の負担を行っているということでございまして，それに加えまして，次の世代の積立て，整備

にまで負担，積立てを行うということにつきましては，やはり世代間の負担の公平性の確保という点で無理

があるかと考えております。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 これ以上やると，ちょっと決算特別委員会の趣旨に反するかと思いますので，じゃ，これは今

後の課題ということにさせていただきたいと思います。 

 時間，もうちょっとありますね。９番目，こちらは扶助費と繰出金についてということで，先ほど３番目

の経常収支比率のところでやっぱり扶助費に回るお金が年々増加しているということで，このあたりが厳し

くなっているというようなお話があったかと思います。そういった意味で，扶助費と繰出金について見てい

きたいと思います。 

 扶助費の出し方については，ちょっといろいろな見方があるんですが，私は決算カードを基に見たので，

決算カードベースで見ていきたいと思います。この決算カードの左下，これ分かりますかね，細かい字で人

件費とあって，うち職員給というのがあって，その後，扶助費という言葉が書いてありますね。これを見ま

すと，昨年度はですね，３３７億５,０００万円ほどの扶助費がかかっているということです。一方で，繰

出金というのが，真ん中の下あたりに出ているのを御覧いただけますでしょうかね。公共事業等への繰り出

しということで，国保とか介護保険とか後期高齢者というところに出しているお金が出ているかと思います。

これは要するに本来は独立採算で，それぞれの会計でやっていくところをですね，足りない分を一般会計か

ら繰り出しているということです。これを見ると，国民健康保険には１３億９,９００万円ほど，それから

介護保険については３５億円ほど，それから後期高齢者のほうには２９億８,６００万円ほどの支出となっ

ています。まず，この一般会計からのそれぞれの会計への繰出金の推移というのは，どういうふうになって

おりますでしょうか。その要因についてもお答えいただければと思います。 

 繰り出しが多い場合，これらの制度というのは国の制度に基づいて行われるということで，国の制度を上

回るサービスをしている可能性もあります。あるいは，定めている税率などが現状に見合わないというよう

なこともあるのかと思います。そのあたり，どのようにお考えなのか。今後の見通しについてもどのように

考えておられるのか，このあたり質問させていただきたいと思います。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 まず，国民健康保険会計，介護保険会計，後期高齢者医療会計でございますが，不足するので繰り出しと

いうよりは，負担のルールがございます。給付費の何％であったり，事務費は一般会計が負担するなど，あ

とは保険料の減免分など，繰り出しにはルールがございます。近年，この３つの会計につきましては，単独

の繰り出しは行っておりませんで，国のルールに基づいて繰り出しを行っております。しかしながら，高齢

化の影響によりまして介護のサービスを利用されている方，希望者が増えております。 
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 まず，介護保険会計でございますが，令和２年度は約３５億円の繰り出しを行っております。これは５年

前は介護保険会計であれば２８億７,０００万円ですので，相当額の増加があります。これは単独の繰入れ

ではなくて，国のルールに基づく負担でございます。 

 また，扶助費についても，主に児童福祉，保育所にお支払いする入所費であったり，障害者サービスの福

祉であったり生活福祉でございます。こちらは令和２年度は約３３７億円の支出でございましたが，２８年

度は２９４億円ということで，やはり１０％以上，５年間で増加しているというのが実情でございます。こ

れに対しましては，扶助費というのは市でなかなかコントロールできないものでございます。やはり単独の

繰入れを行わずルールで行っておりますが，こういった社会保障関係経費の負担が大きくなっているという

現状を踏まえて，財政運営を計画的に行っていく必要があると考えているところであります。 

 以上であります。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 そうすると，一般会計からの繰り出しについては，国のルールに基づいた，ルール分の繰り出

しだけをやっているというようなことで，そういった意味では，国の定める範囲の中でやっているというよ

うなことなんだと思います。ちょっとお聞きしたいのはですね，水戸市独自でやっている部分みたいなこと

で，支出している部分というのはどうなんでしょうか。それぞれ国で決まったことを決まったとおりやって

いる以外の部分で，何か特徴的な支出というのはあるんでしょうか。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 国の定めるルールの部分というのは，交付税の算定における基準財政需要額に算定されまして，交付税額

の基礎となるものでございます。これは，やはりルールどおり負担してまいりませんと，各会計の収支が不

足するという状況になります。 

 御質問がありました基準外の繰り出しですが，過去には国民健康保険会計に多額の繰り出しを行っていた

状況がございます。保険税の改定，税率の改定を行いまして，ここ５年については基準外の繰り出しという

のは行っておりません。また，基準外のものとしましては，扶助費では障害福祉手当など一部のものについ

て，過去から基準外のものを行っているものもありますが，内訳としては，この３３７億円に占める割合と

いうのは大分小さいものと考えております。 

 以上であります。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 ここのところは，ちょっと通告でしっかりやっておけばよかったかと思うんですが，今後もい

ろいろなことが出てくるかと思います。ある意味，国の制度を上回るような支出の仕方というのは，ある程

度市民の理解も得られる部分かとは考えております。このあたりについても，今後，論議していきたいと思

っております。 

 じゃ，最後ですけれど，同じ繰出金についてなんですが，下水道事業への繰出金というのが，これは別の

委員会でもやることなのかもしれませんが，一般会計からの繰り出しということでこちらでやらせてもらい

ます。繰出金がですね，これ突出して多いですよね。昨年度は４９億７,３００万円を繰り出しています。
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ここ５年ほどの推移というのがどういうふうになっていて，そのあたりの要因，今後の見通しということで

同じような質問なんですが，特に下水道事業は企業会計に変わりますよね。変わっているかと思うんですが，

そのあたりからするとですね，やっぱり独立採算でしっかりやれる体制をつくっていく必要があるかと思っ

ています。そのあたりを踏まえて御答弁いただければと思います。 

 以上です。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 公営企業である下水道事業会計への繰り出しについての御質問にお答えいた

します。 

 令和２年度は，御指摘があったとおり，４９億７,３００万円の繰り出しを行っておりまして，５年前で

ございますが，平成２８年度は５３億６,６００万円の繰り出しがございます。毎年度，この５年間は，下

水道事業に対する繰り出しは減少を続けております。要因としましては，整備効果による接続世帯の増加，

使用世帯が増えております。また，管理費を中心とした経費節減，あとは公債費で過去の高い利率の企業債

の償還が終了していることなどにより，下水道事業会計に対する繰り出しは減少を続けております。 

 今後もしっかりと公営企業と協議しながら，この負担の縮減に努めてまいりたいと考えております。また，

４９億７,３００万円と繰り出しておりますが，やはり下水道事業に対しても繰り出しのルールがございま

す。分流式下水道の使用や雨水処理などの経費については，一般会計から繰り出すルールがございますので，

これがゼロになるというものではないことだけは御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 ありがとうございます。企業会計についてはね，ここで論議ができないと思うのでこれくらい

にしておきますが，ぜひ企業会計になっているということなんで，繰出金の縮減に努めていただければと思

います。 

 ９分残っておりますが，私のほうからの質問というのは，このあたりにさせていただきたいと思います。

ありがとうございました。 

○小泉委員長 それでは，萩谷委員の通告に関連する質疑があれば発言を願います。 

 福島委員。 

○福島委員 ちょっとお尋ねしたいんですが，決算審査関係資料４ページの基金の状況の中で５番目の災害

対策基金，これが令和元年度末で３０万５,０００円，令和２年度で３０万５,０００円なんですが，災害対

策基金というのはこんなに少なくて，これは正しい算出なんですか。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの福島委員の御質問にお答えいたします。 

 災害対策基金につきましては，現在，約３０万円ということで，ほぼ残高がない状態でございます。過去

におきましては，平成２４年度は４,３８０万円ございまして，平成２９年度は１,５００万円ということで

ございます。これは主に災害に備えるための経費でございまして，備品の購入等に充ててあります。そもそ

も積み立てた財源といたしましては，東日本大震災後に市民の皆様からいただいた寄附や市外からいただい
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た寄附の残余分を積み立てて，それを年次的に庁内のための備品購入などに充当してきたというものでござ

いますので，災害本体に備えるものとしましては，別途予算を計上しているところでございます。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 じゃ，ここに書いてあるのは，災害対策基金というものだけどね，この意味は，災害が起きた

ときの食事代とか，どこを直すとか，砂利を敷いたり，雨水を止めるということじゃないんですね。これは

何なんですか，基本的に。 

○小泉委員長 梅澤参事兼財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 この災害対策基金というのは，当時，東日本大震災が起きたときに，市民の

皆様や国内から寄附を頂きまして積み立てております。充当先としましては，備えるための備蓄品の購入な

どが該当しまして，備えるための経費に充てております。災害時につきましては，当初予算にもある程度枠

的に予算を組んでいるものもございますし，予備費対応，あとは補正予算で対応してきたところでございま

す。 

○小泉委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 それでは，萩谷委員の通告に関する質疑を終わらせていただきます。 

 次に，袴塚委員から発言を願います。 

○袴塚委員 それでは，順次，質問させていただきます。単純な質問ですので，あまり深く考えないで答弁

していただきたい。 

 一般会計，歳出，第２款総務費の中で，今年度も補正予算を取って，マイナンバーの促進に努めるという

ことでございました。年度当初から１年間でですね，目標にしていたマイナンバーの普及はどのぐらいを考

えておられたのか。そして，それに対する実績と申しますか，この１年間でどのように増えたのか。また，

どういう努力の結果こうなったのか。そして，マイナンバーの充実がないと，なかなか普及が難しいんじゃ

ないかと。例えば保険対応ができるとか，様々な対応ができる，こういうことがメリットとして作られてい

るカードでございますので，そういったものに対して本市としての取組はどのようにしてこられたのか，こ

の点についてお伺いをさせていただきます。 

○小泉委員長 渡邊市民課長。 

○渡邊市民課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えいたします。 

 まず，１年間の達成状況でございますけれども，令和元年度末と令和２年度末の交付状況についてお答え

いたします。令和元年度末の発行累計枚数といたしましては４万１,９０９件，交付率にいたしますと

１５.４％でございました。令和２年度末におきましては累計枚数で７万５,６４９件，率にして２７.８％

でございます。１年間の伸びといたしましては，件数で３万３,７４０件，率にして１２.４％でございます。 

 この伸びの原因ですけれども，大きな要因といたしましては，今年の４月までになりますけれども，４月

までに申請した方に対しましてマイナポイントということで，５,０００円相当分のポイントが付与される

もの，こちらが考えられます。実際にこのマイナポイント付与が４月までになりましたという通知をお出し

しましたところ，昨年発行しました件数のほぼ半数近くが１月から３月までの申請件数となっております。 
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 これらマイナンバーカードにつきましては，現在はまだ顔写真つきの証明書をお持ちでない方の本人確認

ですとか，あと住民票，印鑑証明，課税証明をコンビニエンスストアで取ることができるということが，今

現在の利便性となっております。 

 今後につきましては，健康保険証として使うようにするとか，災害のときに利用するとかといった形で，

様々考えられているところでございます。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 このカードは，水戸市独自で情報を入れるとかということは不可能なカードですか。とすれば，

水戸のこれからのまちづくりのために寄与する部分もあるのかなと思っていますが，それについては国の政

策なんで無理だよということなのか。それとも水戸市の何らかの情報，国はやっていないんだけれども水戸

市ではこんなことを先行してやろうと，そういう使い道は何かないのでしょうか。 

○小泉委員長 渡邊課長。 

○渡邊市民課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 空き領域につきましては，水戸市独自で使っていいことになっておりますので，水戸市で何かあれば，そ

の空いているところに情報を入れることは可能でございます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 このマイナンバーカード，スタートは財産の閲覧ができるとかですね，いろいろ市民にとって

悪い部分だけ外に出て，なかなか利用する側からすれば警戒心が強かった。こういうことでなかなか普及が

進んでいないというふうに思います。今お話しいただいたようにですね，マイナンバーカードの普及という

のは，今回のコロナウイルスの給付金等についてもしっかりと，あのカードがあれば，そういうふうな話も

ございました。これからいろいろな災害等も起きてくると，こういう状況の中で，このカードの活用という

のはですね，十分必要性が増すものと思っていますので，今後，市民の少なくとも何割ぐらいを目標におや

りになるのか，この辺について今分かっている段階でお話しいただけますか。 

○小泉委員長 渡邊市民課長。 

○渡邊市民課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 本来ですと１００％と言いたいところですけれども，なかなか難しいところがあるかと思いますので，一

応８割程度を目標としたいと思っております。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ぜひその目標に向かってですね，何か先ほどマイナポイント５,０００円相当分と，こういう

ふうなことがあれば，その普及率が急速にばっと伸びるということもありますので，そういうことをするこ

とが目的ではありませんけれども，そういうことも含めてですね，ぜひ増加に励んでいただきたいと，この

ように思っています。 

 次に，一般会計の歳出，第６款農林水産業費の中で農業振興とそれから地産地消，地場産品の活用，こう

いうことについて通告をさせていただいたところであります。まず，本市の農業振興，なかなか苦戦をして

いる状況だというふうに思いますが，現在のいわゆる銘柄産地とか，そういうものについて何かやっている
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ところはございますか，ないですか。分かる範囲で結構です。 

○小泉委員長 後藤農産振興課長。 

○後藤農産振興課長 ただいまの袴塚委員の農産物の銘柄産地に対しての御質問でございますけれども，当

市におきましては，ただいま柔甘ねぎを銘柄産地として指定いただいておりまして，推進に努めているとこ

ろでございます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 かつてはですね，飯富のゴボウとか吉沼の白菜とか，それから国田の赤ねぎとかですね，水戸

の市場には冠たる商品もいろいろあるのかなと思っています。ぜひそういったものを活用しながら，農業者

が末永く食べられるような，そういう農業環境の充実を図っていただければというふうに思いますので，よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 そして，地場産品の活用についてでございますけれども，今，学校給食等で活用してもらえるのはよく分

かっているんですが，６次産業化という中で市場性がないものについても，６次産業化の中でカット加工と

か，そういうものをしながら，いわゆる農業振興を図っていくと，こういうふうなことを言われているわけ

でありますけれども，この辺について，地場産品の活用方法等についてですね，何かお考えがあればお聞か

せをいただければと思います。 

○小泉委員長 後藤農産振興課長。 

○後藤農産振興課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 学校給食の地場産品の活用につきましては，令和２年度の実績といたしまして６３.３％活用していると

ころでございます。また，その中でですね，加工品につきましては，飯富のゴボウや水戸市産の豚肉を利用

いたしまして，ゴボウメンチというものも昨年度には４回ほど提供してございます。また，同じようにギョ

ーザ，それから昨年度につきましては常陸牛のシチューなども提供しているところでございます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ありがとうございます。地場産品の活用というのは，非常に消費者意識を盛り上げるとこうい

うことをしないと。日常的に使っていただく方に消費をしていただくということが，私は一番大事なんでは

ないかと。そして，１つは，観光資源としての農産物の価値観。例えば茨城産の小粒大豆を使った新しい納

豆，こういったものを活用してもう一度納豆の日本一を奪還する。そういったことをお考えになるとかです

ね，やっぱり生産者育成とともに販路の拡大，こういった考えを持たないと，農業振興というのはなかなか

難しい。作っても市場がなかなかね。要するに農業者個人に宣伝できるだけの力があればいいんですが，な

かなかそういう農業者がおられない。認定農業者と言われても米農家に特化しているのが現状ですから，そ

ういった中では，いかに作ったものを生産，販売に結びつけるかといったことが，私は農業振興の一番核と

なる部分ではないというふうに思っています。したがって，水戸市として，行政としてですね，これから何

らかの手だてを考えながら，納豆とかゴボウとかですね，それからギョーザとか，いろいろなものが出まし

たけども，あまり多くを求めると個性がなくなってしまう。あれもこれもということになるとね，非常に難

しい部分があるんではないか。したがって，何らかに特化してですね，それを日本一にする，そして観光客

が来たときのお買物の目玉にしていただくということが大事なのかなと思いますが，何かこの辺について今
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お考えをいただいていること，または去年の反省を含めてお考えをいただいていることがあれば，お聞かせ

いただければと思います。 

○小泉委員長 後藤課長。 

○後藤農産振興課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 本市の農業の特徴といたしましては，水田農業，米作りを中心としてですね，野菜につきましては少量多

品目というような形の中で，先ほど申し上げました柔甘ねぎを中心としたネギが畑作物としては一番生産量，

売上高が高いんですけれども，それに次ぐものについては少し差があるというような状況でございます。そ

ういった中で，やはり様々なＰＲもしていることから，水戸市の特徴としては，柔甘ねぎというものを今，

推進しているところでございます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ありがとうございます。いずれにしてもですね，国土保全，そういった意味では遊休地をつく

らない，林に戻さない，こういうことが私は一番大事だと思います。その前段として，やっぱり作る人が生

きがいを持って作れる，そういう環境をですね，いかに行政として手助けをしていただけるかということも

大事な政策の一つだと思いますので，今後ともぜひ今のようなお考えの中で推進を図っていただきたい。特

に昨年は，コロナ禍の中で観光客が減ったために，わらづと納豆がなかなか売れなくてですね，市長もいろ

いろなところにお願いをして買っていただくようなことを努力されたと，こういうことも報道等でお聞きし

ているわけでありますけれども，そのせいか水戸の納豆が３位になってしまったということで，これからぜ

ひですね，そういう意味でも巻き返しを図っていただきたいというふうに思います。 

 次に，一般会計，歳出，第７款商工費の中で，商業・産業振興と観光振興についてということでお伺いを

させていただきます。昨年の実績として，まず，商業・産業のですね，企業立地の中でどのぐらいの業者も

しくは商社もしくは会社が水戸に定着するというか進出されたのか，お分かりだったらばお知らせ願います。 

○小泉委員長 長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 企業立地の促進補助金を活用した誘致件数ということでございますけれども，昨年度は８事業所に補助金

を交付してございまして，うち市内企業による工場等の増設が２件でございます。それに伴う新規雇用が

１０人，補助金として２,７２０万円を交付しております。その他の企業に対しましては雇用奨励金等を交

付しており，合計で３,２１０万円を交付補助したというところでございます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ここ数年ですね，企業立地補助金を使って何とか企業誘致をしようと，こういうことで努力さ

れていることについては，十分理解をしているつもりでありますけれども，やはり今，企業立地はなかなか

難しいんですね。やっぱりいろいろなところが企業立地を呼び込んでいるんですよ。今度，茨城町の工業団

地のほうにもリチウム電池を作る会社が大型の工場を造ると，こういうようなことで進出される，間もなく

着工すると，こういうふうなことが言われております。今８事業所，１０人の雇用が生まれましたよと，

２,７００万円を超えるような支出をしていますよということでありますけども，やっぱり県都水戸として，

そのイメージ，ポテンシャルを生かしながら，いかにある程度の企業を誘致していくかということが私は大
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事なんだと思うんです。昨年度の予算の中で，企業立地のための予算に対しての消化率はどのぐらいかお分

かりになりますか。答弁はいいです。要はね，企業立地をするためには，やっぱり企業が出やすい環境をつ

くるということだと思うんですよ。企業が出やすい環境というのは，私はこういう業種の企業ですが，どこ

に行けばいいですか，どこに出られるんですかということが，やっぱり進出してくる企業にとっては一番大

事なことです。それで，こういう場所がありますよというような案内をすることになったときに，その地域

の中で生存可能なのかどうなのか，企業立地が成り立つのかどうなのか，雇用関係はどうなのか，そういっ

た水戸市の受入れ環境がどうなのかということを調査して，そして進出をしていただくと，こういうことだ

と思うんです。その候補となるべき場所が水戸にはね，いわゆる西流通団地の撤退した跡とかですね，ほん

のちょこっとしかないんですよ。ですから，早急にね，やっぱりどこに行ったらいいのと聞かれたとき，こ

こですよという案内ができるような場所の設定というのは，昨年度の予算の中でエリアの設定まではしてい

なかったんですけども，そういうふうな中で企業立地についてはどうお考えですか。 

○小泉委員長 長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 ただいまの用地確保策に対する考え方でございますけれども，本年こ

れまでもですね，今，委員がおっしゃられたように，既存の工業系用途のエリア内を中心に誘致のほうを進

めてきたところでございます。また，いろいろな協会等からも用地情報などを収集して，そういった情報も

提供はしております。本年の４月になりますけれども，市街化調整区域における開発行為の新たな許可基準

を設けて，分譲を開始しているところでございます。既に事業者からの問合せ等も受けているところであり

ます。今後も積極的にやっていきたいと考えています。あわせまして，本年度予算において，こちら商工課

ではなく都市計画課になりますけれども，そういった許可基準を満たす用地の調査委託も実施しているとこ

ろでございます。引き続き，そういった活動を通して誘致活動を積極的に行ってまいりたいと考えておりま

す。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 本市においては，この企業立地，そして産業の誘致，こういうことがなければですね，本市の

未来はないと言っても過言ではないぐらい，自然増がない，そういう地域になってしまったわけであります

ので，ぜひそういった観点からも，就労される方，そして水戸で教育を受けた方が戻りやすい環境，こうい

ったものをですね，ぜひおつくりいただくように，これからも努力していただきたい。 

 それから，商業でございますけれども，コロナ禍の中で，今，閉店続出なんです。昨年度の実績もですね，

私ども大工町の中でも相当数の店がおやめになっているという状況があります。それから，泉町や大工町か

ら水戸駅前まで歩いてみてもですね，本当に今日は定休日ですかと思うぐらいお店が閉まっちゃっている。

これはコロナウイルスの影響もあるかも分かりません。しかし，やはりまちに出てくる方，まちに来てお買

物をされる方，こういった方々を増やしていくと，そして楽しい商店の連続性を持つ商店街にしていくと，

そういうことが私は一番大事だと思います。今，新市民会館，そして京成百貨店，そして芸術館，これらを

核としてですね，本市は昨年度来から新市民会館の建設，または観光，商業の活性化，こういったものに努

力しているわけでありますけれども，昨年の状況を踏まえて，これからの水戸市の商業の在り方について何

かお考えがありますでしょうか。 
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○小泉委員長 長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 ただいまの商業に関連する御質問でございますが，今，委員がおっし

ゃられたように，コロナ禍によりまして現在も国の緊急事態宣言が続いている状況でございまして，事業者，

飲食店等の皆様は非常に売上げが落ち込んで苦しい状況にあるというところは認識しております。これまで

も補正予算のほうを議会にお認めいただきながら，各種支援金のほうを給付させていただいて，そういった

事業者の下支えをするような取組を行ってきたというところでございますが，なかなかコロナが収まらず，

まだ厳しいという状況は認識しております。 

 今後の商業振興ということでございますが，先ほど委員からもお話がありましたように，商店街が自主的

に取り組む事業等も当然支援はしていきますし，新たにできる新市民会館，京成百貨店，そして芸術館を核

として，そこに来ていただけるお客さんを回遊させる，あるいは偕楽園に来たお客様，弘道館に来たお客様，

水戸城周辺に来たお客様，そういった方々も回遊させながら，商業振興を図っていきたいというふうに考え

てございます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 コロナウイルスが完全になくなるという状況ではない。コロナとの共生という中でいかに商店

街の活性化をしていくかということは，水戸市の将来にとっても大変大きな課題だと思っています。いわゆ

る旧中心商店街と言われる南町，泉町，大工町，この辺についてはですね，新市民会館オープンが再来年の

７月頃を予定しているということですので，この２年間というのはですね，やっぱり物すごくつらい時期だ

と思うんですよ。この辺をウイズコロナの中でいかに活性化を図っていくか，下支えをしていくかというこ

とが大事だというふうに思いますし，この活性化策についてはですね，十分知恵を出し合ってしっかりと実

施していただきたいと，このように思っています。 

 観光に移ります。新たな観光資源として三の丸地区，道路周辺，本当にすばらしい土塀，瓦塀，水戸城大

手門，そして二の丸角櫓，本当に散策してもですね，楽しいなという思いがしております。このコロナ禍の

中でもやっぱり，ああ，観光客だなと思う方がですね，若干お歩きになっていて，いいねと，こういうよう

なことを会話しながら見ていただいているという状況がございます。この中でですね，これほど整備をした

のに水戸はおもてなしの心がないんですか。あそこに行って，どこで喉を潤すんですか。お土産はどこで買

えばいいんですか。お土産買うなら駅前来いよと，こういうことなんでしょうか。水戸市の観光は，おもて

なしということについては全くお考えをいただいていないんでしょうか。 

 もう一つ，二の丸角櫓までの通路については本会議でも質問させていただきました。本当に工事中の砂利，

砕石ですよ，敷いてあるのがね。それで，本当に薄暗い高い塀の間をね，うろうろ行くんだよ。しかもプラ

スチックの塀，プラスチックの竹で，竹風のプラスチックだよ。釘で留めてあるんだけども，釘があまり見

えるとまずいんで，ちらちらシュロ縄みたいなのを貼ってるんだけども，いかにもね，何だろうなと思うよ

うな塀だよね。私はね，観光地というのは，例えば弘道館と，足利学校，咸宜園，閑谷学校，そういうもの

と比べたときに，水戸の弘道館が一番観光地らしくなかった。これまで整備があまりにも行き届いていなか

った。やっと人並みになったかなと思うのが今の弘道館。まさにね，足利学校に行ったら，ああ，なるほど

と思いますよ。ところが，水戸はそうではなかった。でも，今度やっとあの風景の中で，水戸の偕楽園，弘
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道館，すばらしいな，ここで明治維新，天狗諸生の乱が起き，日本を左右するぐらい二分した論議がされた

場所なんだな，すばらしい人を輩出したんだなと思えるようになった。こういうことを考えたときにね，今

の二の丸角櫓は，教育委員会の話によれば史実に基づいて造ったと。僕は，あそこに，御旅所と言ったら失

礼ですけれども，お休みどころみたいなのを造ってね，駅のほうを見ながらコーヒーでも飲んだらいいのか

なと思ってお話をしたときもありました。しかし，史実に基づいた，いわゆる教育遺産群としての価値観を

高めるための一つの施設なんで，それは駄目なんだと。こういうことの中で，じゃ，駐車場の中には少なく

とも赤い敷物の上で水戸の黄門まんじゅうとか，そういうものを食いながら抹茶でも飲めるような，そうい

う観光の在り方がいいんじゃないの。ただ，トイレを造るだけではお客さん来ないよという話もさせていた

だいたんですが，この辺について，どのように観光を思っておられるのか，お伺いします。 

○小泉委員長 小林観光課長。 

○小林観光課長 ただいまの袴塚委員からの御質問にお答えいたします。 

 まず，１点目の大手門，水戸城周辺の取組でございますけれども，私ども本市としましても，委員の御意

見にございましたように，ハード整備が済んだ後は，いかにソフト事業を展開し，誘客を図っていくかとい

うところがポイントになってくるということで認識しております。これまでも三の丸周辺地区にボランティ

アでおもてなし活動をやっていただいている組織がございますが，機を捉えては，おもてなし活動に励んで

いただいております。私どもといたしましても，着物の着付けですとか，食などに特化しました体験型のプ

ログラムをどんどん創出していきたいということで，新たな補助制度を設けたところでございます。また，

通年型でにぎわいを保っていくために，主にイベント等に御活用いただけるような周辺のにぎわい創出の支

援というものも今年度創設をしたところでございます。これらを組み合わせまして，通年型で偕楽園と対の

施設であります弘道館の周辺一帯の盛り上がりを何とか継続して取り組んでいけたらなというふうに考えて

いるところでございます。 

 また，２点目の二の丸角櫓へのアプローチの件でございますが，本会議でも御質問いただいていましたと

おり，なかなか市民目線，観光客目線に立っている状況というところに関しましては，難しい状況であると

いうふうに認識しております。私どもといたしましても，歴史文化財課と十分に連携をしまして，わくわく

するような取組を１つでも多くつくっていけたらなというふうに考えておりますので，どうぞよろしくお願

いいたします。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 今の前段ですが，いずれにしてもね，やっぱり水戸を代表する観光地であることは間違いない。

そして，イベントで今連続性を図って通年型に持っていくんだと，こういうお話をされましたけれども，舞

台がないんだ，舞台が。踊るにしても舞台がなきゃ駄目なんだよ。駐車場の青空の上で踊っていたって，そ

んなものはね，隠し芸大会みたいなもんで一過性なんだ。例えば行政に何かをやれと言っても，行政は商業

なんか下手なんだから，できないんだから，だからやっぱり民間活力を導入して，そしてある程度の緩和を

しながらね，一方で歴史性を重んじた規制をはめながら，しっかりとその舞台を造ってあげる。その舞台を

使っていただく，こういうふうなことでひとつお考えをいただきたい。 

 それから，今の二の丸角櫓までの通路でありますけども，ここはもともとね，やっぱり足どまりがあった



－53－ 

り，歴史を感じたり，そして水戸の歴史が考えられるような散策道路にするということであった。これは，

あったんです。それは歴史文化財課の考え方でもある。ところが，どうしても建築になったときに，あれで

いいんだという思いの人がいたんだ。だから，ああなっちゃった。あんなものでね，いいと思って建築をし

たとすれば，造ったとすれば，それはね，もう水戸の観光というのは何をかいわんやですよ。もし行政マン

があんなとこにお客様を呼んで満足させて，水戸の観光だと言えるような感覚しかないとしたらば，これは

ね，全く論外。しっかりやっていただきたい。こんなことを申し上げます。 

 次に，学校給食共同調理場の地産地消への取組ということで通告をしました。これについては，従来から

言ってたんですが，やっぱり水戸の農業を振興させるという意味においては，やっぱり作ったものが売れる

という保障がなければ，農家は作らない。例えば，どこかの大手スーパーと契約農家をしていますよ。ちゃ

んと計画的に種をまいて，そしてちゃんと間に合うように作るわけですよ。コマツナだってハウスの中で作

れば６か月で６回から７回できるんです。そういうふうなやり方をするということを前提に考えたときに，

学校給食での利用価値というのが僕は出てくるんだと思う。今の学校給食での活用については，今どのぐら

いお考えいただいているのか，ちょっといいですか。 

○小泉委員長 小川学校保健給食課長。 

○小川学校保健給食課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 昨年度の地場農産物の活用状況につきましては，農林水産業費に地場農産物活用促進事業を予算措置する

などの取組の推進によりまして，市内全体で６３.３％の活用割合となっています。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 そうすると，６３.３％というのは，肉とか魚とか，そういうものを除いた，米を含めた全体

の６３％が地産地消で使われているということですか。 

○小泉委員長 小川学校保健給食課長。 

○小川学校保健給食課長 こちらの算出根拠といたしましては，金額ベースではなくて品目ベースで計算し

ております。使っている全ての食材の品目の中で，地場産のものが６３.３％になっているということでご

ざいます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 分かりました。そうすると，１００種類ある食材の中で６３％の項目は使っていますよと。

１キロ使っても１項目だよね。 

 私が言いたいのは，やっぱり水戸で努力されている生産農家の皆さん方が一生懸命作って，そしてそれが

自分の生活の足しになる。そういうものをきちんとやることによって改善もできるし，やりがいもあるんだ

と，そして若い方々もそういう状況なら俺もやろうと，こういうふうな環境をつくるためには，６３％のい

わゆる品目を使っているんではなくて，全体消費量の中で地場産品に使えるもの，例えばゴボウとかネギと

か白菜とかキャベツとかね，それからホウレンソウ，コマツナ，いろいろなものがあるよ。そういうものを

定期的に計画的に作っていただくために，やっぱり一般の農家もしくはやりたいという農家，そういうとこ

ろと契約をして，そして安定的に供給してもらう。タマネギの時期というのは，もう４月，５月の収穫時し

かない。ジャガイモは６月ぐらいですよ。それからサツマイモはこれからだよ。そういう根菜も含めてね，
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大根なんかは夏場はちょっと無理だけれども，春大根もあれば秋，冬の，これから１２月，１月ぐらいまで

大根あるから，そういうものをですね，やっぱり使っていただくということが前提だと思うんです。この辺

については，いろいろな課題があるかと思いますけども，しっかりとおやりいただかないと。地産地消

６３品目やっているよと，ああ，すごいねと，こう思うけれども，実際には１キロ使っても１品目，

１００キロ使っても１品目ということですから，ぜひ全体総量の５０％は水戸産を使っているよというふう

なことで，水戸の食育，こういったものにしっかりと寄与していただきたい。 

 それから，昨年度の学校給食費というのは，今非常に厳しい状況だというふうに思っています。これらに

ついては，どのようにお考えになっているかお答えいただけますか。 

○小泉委員長 小川課長。 

○小川学校保健給食課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 給食費におきましては，平成１７年度に直近の改定を行いまして，このときに月額で３００円の値上げを

いたしました。保護者の皆様にも御理解をいただき御協力をいただいたところでございます。その後１５年

間，ずっと据え置いているわけでございますけれども，その間，様々な取組の工夫，献立の工夫はもとより，

米飯給食の直接の契約に切り替えたりとか，そういった工夫も行ってまいりました。また，さらに平成

３０年度から，先ほどお話をいたしました農林水産業費のほうに地場農産物活用促進事業ということで地場

産の活用を推進する予算のほうを措置しまして，ある意味，給食費のバックアップもさせていただいており

ます。 

 しかしながら，これまでの消費税の増税でありますとか，給食食材の高騰等もあり，正直なところ本当に

大変厳しい状況でございます。引き続き１食当たりの単価について整理をするとともに，また市町村の状況

等も調査をしながら，本当に適正な給食費の設定につきましても検討をしてまいりたいと考えております。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 本市においては消費税の値上げのときもね，値上げをすると，いわゆる払っている人も大変だ

けど，食べている人も作る人も，みんな苦しいと思うんだよ。ぜひ回収していただくように，しっかりと論

議を深めていただきたい。上げろと言っているわけではありません。 

 それから，農林水産業費のほうから予算を取ってもらって，米についてはカバーしてもらっているよと。

結果的には一般財源から繰り出しているのと一緒なんです。ですから，受益者負担という考え方からすれば，

ここの問題をどう整理するのかということは大きな課題だと思いますので，しっかりお願いしたい。 

 東前第二区画整理事業について，お伺いします。現在，東前区画整理事業は，スタート以来，本当に長年，

時間を要してですね，現在も進行中ということでございますけれども，これまでの経緯，それから今後の見

通し等について，お伺いいたします。それから，昨年度実績があれば，実績も含めてお伺いします。 

○小泉委員長 木村技監兼市街地整備課長。 

○木村都市計画部技監兼市街地整備課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えします。 

 本事業につきましては，平成７年度に着手し，４０.８ヘクタールの区域において，これまで道路の整備

や保留地の処分を行いながら，令和５年度完了を目標に整備しているところであります。保留地処分の財源

を原資に道路整備や補償を進めてきたことから時間を要しており，進捗状況につきましては，令和３年３月
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３１日現在，事業費ベースで約９０％，保留地については１０５区画のうち８４区画を売り出しております。

残り２１区画を今後の整備進捗にあわせ販売する計画となっております。 

 以上です。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 私も議員になって以来，この事業をずっと見守ってきているわけでありますけれども，昨年度

の予算２億２,８００万円に対してですね，事業がなかなか進まないというふうなことで，１億６,２００万

円ぐらいの不用額が出て，そのほかに事故繰越というものがあるんですが，これについてはどういうふうな

理由で事故繰越になってしまっているのか。 

○小泉委員長 木村課長。 

○木村都市計画部技監兼市街地整備課長 事故繰越について御説明します。 

 当初契約して年度内に移転の完了という目標の中で作業をしていたところなんですけれども，年度末，契

約の都合もありまして，どうしても繰り越してしまう。繰越しをしたところ，今度はコロナウイルス感染症

関係の影響で，移転先を建築する資材関係，そういったものが入らない。職人さんが来ない。そういったこ

とで，３月末までに移転が完了できなかったため，今回事故繰越という形になったものです。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 移転の問題，買収の問題で，いろいろ事故繰越になるわけですから，何らかの課題があるんだ

と思うんです。私はね，こういうふうな結果にならないためには，やっぱり決まったら，できるだけ速やか

に人間関係をつくっていくということも大事なんだろうと思うんです。やっぱり今まで住んでいた土地，も

しくは愛着のある先祖伝来の土地を譲っていただくわけですから，なかなかこちらの誠意が見えないとね，

いいよと言ってくれても，いざお金を払うとき，契約するとき，判こを押すときになれば，いろいろな思い

がよぎるということも事実ですから，ぜひこういったものについては可及的速やかにですね，事故繰越を

３件抱えていますので，この辺についてはしっかりとその方法を考えて進めていただきたい。今年度は解決

するんですか。 

○小泉委員長 木村課長。 

○木村都市計画部技監兼市街地整備課長 去年事故繰越したものは，今年６月に完了しております。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 そうすると，この３件はもう解決したということですか。 

○小泉委員長 木村課長。 

○木村都市計画部技監兼市街地整備課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えします。 

 東前の事故繰越の案件に関しては，６月に完了しております。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 じゃ，３件の事故繰越が終わったということで安堵したわけでありますけれども，いずれにし

てもね，当該事業はもう２０年ぐらい，３０年近くやっているんで，ぜひ令和５年度完了の目標に向かって

頑張っていただかないとまずいのかなと思いますので，よろしくお願いしたいと思います。 

 次に，後期高齢者医療保険の保険証のカード化について，ちょっとお話を伺いたいと思っております。実
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は，私も今まで７４歳１１か月，１２か月近くですね，社会保険に加入してマイナンバーカードと同じよう

な保険証を持っていたんですが，それを過ぎまして，今度は後期高齢者のほうに異動させていただきました。

それで，届いたカードが何か大きいんですね。倍ぐらい，倍以上ある。紙なんです。このカードというのは，

どなたも一緒でしょうけども，保険証っていざというとき，旅行に行っても持っていきますよね。そのぐら

いね，やっぱり持ち運びするカードだと思うんですよ。これが今のように大きな紙になってしまっていると

いうことについても，どういう経緯でこうなってしまったのか，また改善できないのか，この辺についてち

ょっとお聞かせいただきたい。 

○小泉委員長 関根国保年金課長。 

○関根国保年金課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 後期高齢者医療被保険者証につきましては，高齢者の医療の確保に関する法律施行規則に基づきまして，

茨城県後期高齢者医療広域連合が県内統一した様式で交付しているものでございます。 

 経緯でございますけれども，広域連合では，この後期高齢者医療制度の開始に当たりまして，平成１９年，

構成市町村へ被保険者証に関するアンケート調査を実施いたしまして，その結果を踏まえまして現行デザイ

ンに決定したと伺っております。その後，平成３０年度に実施しました同様のアンケートにおきましては，

本市のほうでは被保険者の方から窓口で大きくてかさばるというような御意見があったことから，カードサ

イズへの変更を希望しておりましたが，本市も含めまして，カードサイズを選択した市町村が少数で，文字

が大きくて見やすいなどの理由から多くの市町村が現行のサイズを選択したことにより，現在も採用されて

いるという経緯でございます。 

 改善点の話なんですけれども，委員の御意見のとおり，被保険者の方から，カードサイズの被保険者証を

希望するというような声が少なからず寄せられておりますので，本市といたしましても，その利便性の観点

等から，使いやすいようにということで，そのカードサイズ化につきましては検討していただけるように広

域連合のほうに対しまして要望をしていきたいと思っております。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 今，後期高齢者医療広域連合の会長を，我が水戸市議会の議長であります須田議長がおやりに

なっているということですが，僕はね，アンケートを取る際にやっぱり利用者に取っていただきたいと思い

ます。あのね，自治体にアンケートを取ると，自治体のお役人さんは，面倒だから既存のものを選ぶんだよ。

やっぱり使うのは我々ですから，ぜひですね，もし何らかの形でアンケートをお取りになるということにな

ったら，ユーザーに向けてやってもらいたい。そうしないと，皆さん方の意見がなかなか吸い上がってこな

いんではないかと思っていますので，ぜひカード化に向けて努力していただきたいと思います。 

 最後になりましたが，狭あい道路及び都市計画道路の進捗についてということで通告をさせていただきま

した。狭あい道路については，非常に市民の要望が高いところであってですね，これまでにも幾つかのとこ

ろで，何とか早く，もしくはどうなのかと，こういうふうなお話もいただいているところです。また，狭あ

い道路の中でね，やっぱり申請者が申請したときは，みんな意見がまとまっているんだけど，５年，１０年

かかっちゃうと，その間に相続されてしまう。そして，その中には，いや，それは，じいさんがやったこと

だ，俺は知らねえよみたいな人が出てきて，なかなか進まない。そういう部分もあるんではないかと思って
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いるんですが，この辺の狭あい道路の整備状況と，今どのぐらい残っていて，そして年間どのぐらいやって

いて，これから先どうなのか，こういったことについてお話を伺いたい。 

○小泉委員長 有金技監兼生活道路整備課長。 

○有金建設部技監兼生活道路整備課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えいたします。 

 狭あい道路の整備につきましては，令和２年度までで受付路線が３６３路線，１０万１２５メートルござ

いまして，令和３年３月末時点で２１０路線，５５％の整備が完了しております。令和２年度の実績といた

しましては，１８路線の１,７４８メートルの整備が完了しております。整備が完了していない路線につき

ましては，９７路線，２万９,４３１メートルございまして，そのうち８４路線，２万６,０８０メートルに

つきましては，現在測量や工事等を継続して行っているところでございます。 

 次に，整備が遅れている原因といたしましては，先ほど委員からお話がありましたように，相続等の土地

の所有者が変更となって地権処理に時間を要することが原因となっております。このことにつきましては，

市と申請者の代表者によりまして，当該地権者への事業への理解，御協力をいただけるように説明を行って

いるところでございます。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ありがとうございました。昨年度実績で１,７４８メートル完成したということであります。

現在８４路線，２万６,０８０メートルの測量とかをしているというんですが，これ年間ベースで考えると

１０年以上かかるんです。年に１,７００メートルくらいしかできない。仮に２,０００メートルできてもね，

２万６,０８０メートルですから１０年ぐらいかかっちゃうんですけれども，これの見通しはどうですか。

というのは，今８４路線の測量したり何だりしているよということだけれども，ここから事業認可というの

は大体１,５００から２,０００メートルぐらいが事業認可になっているんでしょう。そうでもないのか。昨

年度の実績が１,７４８メートルというと，やっぱり２,０００メートルぐらいしか年間進まないということ

だよね。そうすると，今，２万６,０８０メートルの測量とか何かやっているんだけども，やっぱり物すご

く進捗率が悪いような気がする。どのぐらい歩留りがあって，８４路線，２万６,０８０メートルやってい

るんだけども，いや，実際には事業認可できるのはこの中で２,０００メートルぐらいしかないんですよと

いうことなのか，あっても，お待ちいただいている状況なのか，この辺について分かりますか。 

○小泉委員長 有金技監兼生活道路整備課長。 

○有金建設部技監兼生活道路整備課長 ただいまの委員の御質問にお答えいたします。 

 工事が完了していない路線につきましては，先ほどお話ししたように２万９,４３１メートル，未整備路

線として残っておりますので，概算で計算いたしますと残事業の整備期間は約１１年になってしまいます。

ですけども，実際は工事が完了していない路線の中に整備されている路線がございますので，残事業の整備

時間は基本的にはもっと短くなります。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 担当課としてはですね，予算の範囲内で鋭意努力されていると，その姿はよく分かるわけであ

りますが，市民にとってはね，毎日使っている道路なんですよ。やっぱり何とか利便性を増してね，その道

路形態を変えながら，若い人たちがまた住み替えられるような地域になってもらうと，こういうことが狭あ
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い道路整備のひとつの仕事の中身だと思うんですね。ですから，ぜひこれからも大変な状況でありますけれ

ども，御奮闘いただきたいと思います。予算の配分等についても，今日，両副市長もお見えですので，ぜひ

狭あい道路整備，生活道路の整備，こういったものにも御配慮いただけるように，財政課のほうでもよろし

くお願いしたいと思います。 

 それから，最後に都市計画道路であります。本市は，ここのところ都市計画道路の廃止を何本かおやりに

なって，そして長年積み上げてきた，滞留してきたものについてですね，もうここは無理だと，それから時

代の変化とともに必要性がもうないんではないかと，こういうふうな中でいろいろな見直しをされている。

この努力についても十分理解をしている。ただ，必要性がある道路についてはですね，やっぱり国庫補助等

があったり，いろいろ手続上に問題があるのか分かりませんけども，これも予算がひとつの要因だと思いま

す。これからの都市計画道路の整備について，どのようにお考えをいただいているのか，ちょっとお聞かせ

いただきたい。 

○小泉委員長 大森技監兼建設計画課長。 

○大森建設部技監兼建設計画課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えします。 

 市のほうで現在進めております都市計画道路の街路事業と言われるものなんですけれども，こちらにつき

ましては，第６次総合計画の中で，期間内に終了，もしくは期間内に継続してもやっていくという路線を位

置づけておりまして，その中で９路線，１４工区の部分の路線につきまして，位置づけをして事業のほうを

進めているところでございます。 

 現在，全てを同時に進めることができず，都市計画道路の性質上，１路線当たりでも予算と時間が相当か

かるということですので，その中でですね，順次，今着手しているところから早期の完成を目指して事業の

ほうを進めているところでございます。手法については，市が行っているもの，それから県が行っているも

のとか様々ございますが，市内では１２路線で１６工区の部分が事業を今着手している状況でございます。

委員のほうからお話のありましたように，当然，この事業を進めるには国庫補助の制度を十分活用した形で

進めなければならないと考えておりまして，予算獲得に私どもも努めているところでございます。ただ，近

年，昔と違いまして，国からの補助の内示がなかなかつかなくて，当初予算を組んでいても事業の進捗がな

かなかそのとおり進まないという状況もございまして，県の街路事業促進協議会の会長に，私どもの市長の

高橋市長が就任しておりまして，そちらのほうの予算獲得に向けて機会あるごとに国のほうとかにも足を運

んで，実情を訴えて予算獲得に努めているような状況でございます。 

 ここのところ，コロナの影響とかもございましたけれども，昨年度も秋頃に直接そういったところで要望

の活動をして，今年度の予算についてはきちんと確保できるような状況，それから，今回の議会のほうにも

上程させていただきましたけれども，補正予算で街路事業のほうの進捗を図るために議会のほうにも上げさ

せていただいておりますので，なるべく早く完成できるように努めていきたいと考えております。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 都市計画道路は，水戸市のまちづくりの中の基幹道路として位置づけされているところであり

まして，非常にその重要性は大きいと，そしてそこが完成すれば，水戸のまちづくりにも影響するというふ

うに認識しています。特に東町運動公園にできたアダストリアみとアリーナ，それから今造っている新市民
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会館，これらを取り巻く環境というのはね，例えば東町交差点から袴塚のほうに抜ける道路は，今，水戸一

中の先までできているんですが，ここから先がまだ事業認可が取れていないということもありますし，新市

民会館の前から後ろに抜ける，国道５０号から金町のほうに抜ける道路についてもですね，都市計画道路を

生かしたほうがいいのか，それとも僅か１００メートルぐらいの部分のところを改めて計画をして，そして

それを抜いたほうがいいのか。いずれにしても，そういった道路整備がなければ，せっかくこれだけの事業

をやっていても，なかなか機能が充実しないと，こういうことだと思います。確かに分捕り合戦というのは

ね，大変だというふうに思いますけれども，将来の水戸市がこれから県都としてやっていけるかどうかとい

うことについては，この基幹道路の整備というのは大きな課題だというふうに思っていますので，しっかり

とこれからの計画について，お進めいただくよう心からお願い申し上げて，終わりにします。ありがとうご

ざいました。 

○小泉委員長 それでは，袴塚委員の通告に関連する質疑があれば発言を願います。 

 松本委員。 

○松本委員 今ね，袴塚委員さんの質疑の中で，納豆の話が出ましたね。この納豆というのは何でランキン

グが落ちてしまったのかと。水戸といえば納豆というのが有名なんですよね。何でこれが３位になってしま

ったのか，これから先どうなっていくのかということがちょっと私も不安なんですけれども，それとは一致

しないだろうと思いますけれども，昨年の暮れの秋，太平洋側のマツタケは販売禁止だという風評が流れた

んですね。私も何回か市場へ買いに行きました。しかし，日本のマツタケというのはなかったんです。前は

あったんですよ，東日本大震災の前はね。この太平洋側のほうのマツタケはオーケーだった。これはやはり

原子力のセシウムの影響だろうと，私はこう思ってるんです。マツタケというその名前は出ていませんけれ

ども，太平洋側のほうのキノコは駄目だというふうな話がありました。ですから，カナダ産が大分昨年は出

たと思っています。納豆のランクが落ちていってしまった原因なんだなというふうに私は思うんですね。農

家の人にわらづと納豆を作るための補助金というものは出していますか。 

○小泉委員長 梅澤財政課長。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 すみません，農政課の担当予算でございますが，私が代わってお答えいたし

ます。 

 議案書⑦の７３ページに，わらづと納豆用わら生産・加工支援事業ということで，わらづと納豆用のわら

を生産する農家，稲わらを供給する農家と，わらづとを加工する障害者福祉団体に対して，加工用の機械や

保管場所の整備などについて支援を行っています。納豆ではなくて，わらづとの生産に対して補助を行って

おります。 

○小泉委員長 松本委員。 

○松本委員 わらづとを作ることに対しての補助金は出しているということですね。これは農業者にとって

みれば，大変面倒な仕事なんですね。今，稲刈りでも何でもみんな刻んで，せっかくのわらを刻んで稲刈り

をやってしまう時代ですから，この辺の補助の問題もね，私は一番大事だろうと思うし，そして先ほど申し

上げましたように，セシウムの安全性というものをもう少し多くの皆さんに啓発をするべきだろうというふ

うに思っているんですけども，この２点についてお伺いします。 
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○小泉委員長 後藤農産振興課長。 

○後藤農産振興課長 ただいまのセシウムに関する御質問でございますけれども，東日本大震災が起きまし

て，福島第一原発事故が発生して，水戸市で放射能簡易検査機を購入いたしまして，農作物の出荷に際し，

検査をしているという状況でございまして，現在も続けております。当時は，いろいろな出荷停止の品目も

多くございましたけれども，現在本市におきましては，シイタケ，それから野生キノコ，野生の山菜類に制

限がかけられている状況にございます。特に野生のキノコ，野生の山菜類につきましては，出荷前の検査を

徹底していただいた上での出荷ということで周知を図っているところでございます。 

 また，シイタケにつきましては，国が示しております栽培方法にのっとった栽培であれば，出荷が可能と

いう状況ではございますけれども，そういう栽培方法に取り組むという方が現在まだ出てきていない状況で

ありますので，従前のシイタケの栽培方法については，引き続き検査をしていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 松本委員。 

○松本委員 いずれにしましてもね，水戸といえば納豆であります。今，計画を立てております観光の問題

等もありますし，そういう意味で納豆のランクがどんどん下がってしまうと，水戸の魅力というものもだん

だんなくなっていってしまう。そういうことなもんですから，その辺のところもね，十分に今後，要するに

生産者への補助とか，そういう問題等について慎重にケアしながら，出してやって応援をしてやってほしい

というふうに思って要望しております。 

 終わりです。 

○小泉委員長 ほかにございませんか。 

 萩谷委員。 

○萩谷委員 先ほどの袴塚委員さんの水戸城周辺のまちづくりについてのお話でですね，やっぱり行政だけ

でやっていては駄目で，民間との連携が必要ということで私も全く同感なんですね。そういう意味で，決算

委員会なんで現状についての質問なんですけれど，例えば観光課においては観光コンベンション協会という

ところとの連携を図っていますよね。あと，これは商工課になってしまうんですが，中心市街地活性化協議

会というのもあるかと思います。こういった民間団体と何か，現状でどういった戦略を練っているのか，そ

のあたりをお聞かせいただければと思います。 

○小泉委員長 小林観光課長。 

○小林観光課長 ただいまの萩谷委員からの御質問にお答えいたします。 

 民間との連携というものは，先ほど来，御意見にもありますとおり大変重要な部分であるというふうに考

えております。単独では成し得ない効果の高い事業も連携して行うことで達成できるというメリットもござ

いますし，様々なセクターが関わることで，いろいろな方が水戸にお越しいただける魅力の向上にもつなが

るものというふうに考えております。私ども，各支援制度を設ける中におきましても，観光コンベンション

協会が必ず関わるとか，複数の人間，団体さんのうち１つでも会員になっていただいているとか，というふ

うに条件を設けながら，観光コンベンション協会，水戸市，それから管理する団体さん，それぞれが反映で
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きるような取組を進めております。 

 私ども産業経済部といたしましても，商工部門においても，水戸商工会議所という同じ方向性でまちづく

りをやっていっている団体もございますので，しっかりと選定をしながら各種取組のほうを進めてまいりた

いと考えておりますので，引き続きよろしくお願いいたします。 

○小泉委員長 萩谷委員。 

○萩谷委員 ちょっと具体的な取組については出てこなかったんですが，やっぱりぜひ，私言い忘れました

が，商工会議所とかいろいろな民間団体がありますので，しっかりと具体的な施策，コロナ禍でなかなかタ

イミングじゃないところもあるかもしれませんが，やっていただければと思います。 

 じゃ，このぐらいにしておきます。 

○小泉委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 以上で，袴塚委員の通告に関する質疑を終わらせていただきます。 

 それでは，暫時休憩いたします。 

 なお，再開は午後１時３０分といたしますので，御承知おきをお願いいたします。 

午後 零時２５分 休憩 

──────────────────────── 

午後 １時３０分 再開 

○小泉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより福島委員の通告に基づく質疑を行います。 

 福島委員の質疑につきましては，説明員の関係上，２部入替え制にて実施いたしますので御了承願います。 

 初めに，第１款議会費から第４款衛生費までの通告に基づく質疑及び関連質疑を行い，関連質疑終了後，

暫時休憩し，説明員の入替えを行います。再開後は引き続き，第６款農林水産業費から特別会計までの通告

に基づく質疑及び関連質疑を行ってまいりますので，御承知おきを願います。 

 それでは，福島委員から発言を願います。 

○福島委員 通告に従い，令和３年決算特別委員会の開催に当たり，令和２年度不用額について，御質問を

申し上げます。 

 この全体の不用額は５０万円以上のもので９６億３,９５９万１,６５５円，そして５０万円以内もあわせ

ると大体１２３億円ということになるわけであります。私ども議会としては，予算を審議するとき，全てど

ういう事業目的で，どういうことで予算を組みましたと，そして，やりましたということで議会の認定を受

けるわけであります。そういう中で１００億円もの不用額が出たということは，なぜなんだろうと。我々は

真剣に議決をして，執行されるものと思っておりました。だから，その内容について質問をしたいわけであ

ります。ですから，本日御出席賜った各課長の皆さんには同じ質問をします。メモしておいてください。 

 第１点は，不用額の総額ですね。第２点は，予算要求額と当初予算額です。要するに，財政課のほうへ幾

ら予算要求したのかと，その中で５０万円しか予算要求しないが，５００万円ついちゃったとか，当初予算

が幾らだということ。それと第３点は，不用額の理由であります。明確にお願いしたいと思います。なぜ不
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用額になったかと，一部は載っておりますけれども，詳細に未執行という部分がございますので，これは翌

年度繰越しになるのか，それとも終わるのかと。そして，この不用額の金額を踏まえた来期の計画，考え方

ということであります。 

 そういうことで，まず第１款の議会費につきましては，総額で２,２１２万４９３円であります。通告書

に書いておりましたのは，９節旅費と，それから一番大きいのは，第２款４目財産管理費，１１節の需用費

で２,８１１万５,６７２円，これは全体を言っちゃったからあれだけど，第１款議会費のうち９節旅費につ

いては不用額１,９２０万２,４６６円であります。だから，まず議会費についてお答えを願います。 

○小泉委員長 天野議会事務局次長兼総務課長。 

○天野議会事務局次長兼総務課長 ただいま福島委員の御質問にお答えいたします。 

 議会費の９節旅費につきましては，１,９２０万２,４６６円の不用額が生じておりますが，予算の要求時

点では１,９１５万円の要求をしておりまして，当初予算額は１,９３３万１,０００円となってございます。 

 不用額の理由でございますが，主な理由につきましては，新型コロナウイルス感染拡大に伴う行動制限に

よりまして，常任委員会や特別委員会などにおける行政視察が実施されなかったことや，敦賀，彦根，高松，

重慶などの姉妹親善都市等との交流事業が中止されたことなどによるものでございます。 

 今後につきましては，委員会審議に必要な各委員会の行政視察や姉妹親善都市等との交流事業，各種議長

会関係の会議など，議会活動に支障が出ないよう，必要な予算の計上をさせていただくとともに，適切に予

算の執行に努めてまいりたいというふうに考えております。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 ありがとうございます。 

 続いて，総務費でありますが，総務費の不用額は２６億１,１９５万８４６円であります。こういう中に

あって，特にですね，１項１目一般管理費は，旅費が３５８万５,２１２円，交際費が約１５０万円，需用

費が約３２０万円，特に委託料１,２０９万円ですが，これは契約差金及び未執行が生じたためということ

ですが，これらについて今お尋ねしたようにですね，主な不用額の理由，より明細にですね，翌年度繰越し，

それから不用額を受けて来期計画ということで伺います。一般管理費から財政管理費，会計管理費，財産管

理費，特に新庁舎整備費のうち１１節需用費は１３９万１,７８０万円，それから新庁舎整備費の中でです

ね，特に工事委託費が１１億５,０００万円ぐらい不用額になっております。それから，企画費，交通政策

費，情報システム管理費，みとの魅力発信費，出張所費，市民活動費，市民センター費，それから消費生活

対策費，防災対策費，特に防災関係では３億３,２０１万３,９４９円という大きな金額がございます。それ

らをあわせて順次，お答えを願いたいと思います。要するに１８ページの特別定額給付金費まででございま

す。 

○小泉委員長 ただいまの福島委員の質問に対して，総務費に関しまして，順次，答弁をお願いしたいと思

います。 

 上垣外総務法制課長。 

○上垣外総務法制課長 決算審査関係資料の１５ページをお開きください。 

 第２款総務費，１項総務管理費，１目一般管理費は，総務法制課をはじめ秘書課，人事課など計５課の経
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費を支出しているものでございます。大変申し訳ございません。今，手元に要求額がないものですから，予

算額でお話しさせていただければと思います。 

 まず，９節旅費につきましては，予算額８２８万円でございます。このうち３５８万５,２１２円の不用

額が生じております。この主な理由につきましては，新型コロナウイルス感染症の影響により行政視察や職

員の派遣研修，各種会議などが中止になり，普通旅費の支出が少なかったためでございます。 

 １０節交際費に関しましては，予算額１７５万円でございます。不用額が１５１万９,３５３円でござい

ます。主な理由は，コロナの影響により各種の大会，会合等が中止となり，市長及び副市長の参加費用の支

出が少なかったためでございます。 

 １１節需用費につきましては，予算額１,２９６万４,０００円でございます。そのうち不用額が３２５万

７,２７４円でございます。主な理由は，文化栄誉賞の該当者がなかったことや，コロナの影響による事業

の見直しにより消耗品費の支出が少なかったことに加え，契約書，各種資料等の印刷費用の支出が少なかっ

たためでございます。 

 １３節委託料につきましては，予算額７,３４０万円でございます。そのうち１,２０９万８,１５４円が

不用額でございます。主な理由は，毛筆浄書，印刷浄書，健康診断等の業務委託において契約差金が生じた

ほか，コロナの影響により職員研修等の事業を中止したことにより，委託料の未執行が生じたためでござい

ます。 

○小泉委員長 続きまして，財産管理費につきまして，谷津財産活用課長，お願いします。 

○谷津財産活用課長 続きまして，第２款総務費，１項総務管理費，４目財産管理費，１１節需用費につき

ましては，予算額１億１,４１８万７,６８４円に対しまして２,８１１万５,６７２円の不用額が生じており

ます。主な理由といたしましては，光熱水費のうち電気の利用料金が見込みより少なかったものでございま

す。 

 １３節委託料につきましては，予算額３億８,０６５万７,０００円に対しまして１,４０８万７,１５６円

の不用額でございます。主な理由といたしましては，施設や市有地の維持管理委託契約においての差金が主

なものでございます。 

○小泉委員長 続けて，５目新庁舎整備費についてお願いします。 

○谷津財産活用課長 続きまして，第２款総務費，１項総務管理費，５目新庁舎整備費につきましては，

１６ページの１３節委託料から１９節負担金補助及び交付金まであわせまして約１１億５,０００万円の不

用額が生じております。主な理由といたしましては，設計委託，工事請負，備品購入等におきましての契約

差金が主なものでございます。 

○小泉委員長 次に，１２目市民センター費につきまして，白石参事兼市民生活課長。 

○白石市民協働部参事兼市民生活課長 続きまして，資料の１７ページを御覧ください。 

 同じく１２目市民センター費，１３節委託料につきましては，２,０６５万７,８６６円の不用額が生じて

おります。こちらの予算要求額は９,２９９万７,０００円でございます。主な不用額の理由につきましては，

市民センター運営事業の施設管理事業や市民センター整備事業の長寿命化改修の実施設計委託などにつきま

して，入札などにおいて差金が生じたためでございます。 
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○小泉委員長 続きまして，１４目防災対策費のうち３節及び１１節につきまして，小林防災・危機管理課

長。 

○小林防災・危機管理課長 １４目防災対策費，第３節職員手当等につきましては，予算額１,６００万円，

不用額につきましては１,６００万円でございます。不用額となりました職員手当等につきましては，災害

発生に備え，災害時における全庁的な市職員の時間外，管理職特別勤務手当などをあらかじめ予算化してい

るものでございます。昨年度は甚大な被害が及ぶ災害がありませんでしたことから，執行せず，不用額とな

ったものでございます。 

 続きまして，１１節需用費につきましては，予算額５,１８０万１５０円に対しまして，不用額が

１,８１７万８,２７７円生じております。主な理由につきましては，防災ラジオの申請数が見込みよりも少

なかったため，防災ラジオの追加購入を行わなかったことから不用額となったものでございます。 

○小泉委員長 １３節につきまして，栗原ごみ減量課長。 

○栗原ごみ減量課長 同じく１４目防災対策費，１３節委託料につきましては，不用額３億３,２０１万

３,９４９円でございます。これは令和元年度から令和２年度に繰り越した分の不用額が主なものとなって

おります。主な理由につきましては，令和元年度に発生しました台風第１９号に伴う災害廃棄物処理経費に

おきまして，当初約２万トンの災害廃棄物が発生すると想定して令和元年度に補正予算として追加させてい

ただきましたが，実際に発生した災害廃棄物の量が約８,７００トンであったことから，災害廃棄物の運搬

及び処理に要した委託料に不用額が生じたものでございます。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 続きまして，２６目特別定額給付金費につきまして，上垣外総務法制課長。 

○上垣外総務法制課長 １８ページを御覧ください。 

 ２６目特別定額給付金費，１３節委託料につきましては，予算額が２億９,６２４万５,５８０円でござい

ます。そのうち１億４,９２９万８,４８７円の不用額が生じております。主な理由といたしましては，申請

書の発送や給付開始が可能となる時期，準備方法等について複数の業者と協議を重ねた結果，委託料が見込

みより少なくなったためでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては，予算額が２７２億円でございまして，不用額が１億

４７０万円生じております。これは１人１０万円支給しまして，１,０４７人分が支給されなかったという

ことでございます。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 総務管理費は以上になりますけれども。 

○福島委員 徴税費は。 

○小泉委員長 続けて，総務費をまとめてやりますか。 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 ２項徴税費につきまして，高安収税課長。 

○高安収税課長 ２項徴税費，２目賦課徴収費，２３節償還金利子及び割引料につきましては，予算額２億

９５７万２,８００円のうち４,３０９万２,３２０円の不用額が生じております。この主な理由につきまし
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ては，市税の納め過ぎなどに伴う還付金及び還付加算金が見込みより少なかったためでございます。 

○小泉委員長 続きまして，３項１目について，渡邊市民課長。 

○渡邊市民課長 第２款総務費，３項戸籍住民基本台帳費，１目戸籍住民基本台帳費，１９節負担金補助及

び交付金につきましては，当初予算額１億６,２００万円のうち，不用額が４,５３１万５００円になってお

ります。当初の予算の算定でございますが，マイナンバー関連の事務を委任しております地方公共団体情報

システム機構が必要とした全体の経費を各自治体の人口により案分した金額を上限の見込額として示されま

すので，この金額を基に当初予算を策定いたしました。しかし，実際，年度末における実際の請求額が予算

額よりも少額であったため不用額が生じたものでございます。 

〔「今度，民生費」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 もう続けてやってよろしいですか。 

○福島委員 いいです。 

○小泉委員長 では，続きまして，第３款民生費中，１項社会福祉費，２目障害福祉費より順次，お願いし

ていきたいと思います。 

 平澤障害福祉課長。 

○平澤障害福祉課長 それでは，決算審査関係資料１９ページを御覧願います。 

 第３款民生費，１項社会福祉費，２目障害福祉費，１３節委託料につきましては，予算額１億９３６万円

でございます。それに対しまして，２,６４０万３,５１５円の不用額が生じております。この主な理由につ

きましては，水戸市社会福祉協議会等に対しまして指定管理としている障害者生活介護事業等の利用者が，

新型コロナウイルス感染症の影響によりまして減少したことによるものでございます。 

 次に，１５節工事請負費につきましては，予算額２,７１０万円でございます。それに対しまして，

２,３００万９,０００円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，総合福祉作業施設及び

身体障害者生活支援施設いこいの下水道接続工事の執行年度を令和２年度から令和３年度に移動したことに

よるものでございます。 

 続きまして，１９節負担金補助及び交付金につきましては，予算額２億８,４４８万円でございます。こ

れに対しまして，４,６３７万３,６０３円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，新型

コロナウイルス感染拡大により影響を受けた障害者就労支援事業所の業務継続等を支援するために創設いた

しました障害者就労支援事業所支援金の申請件数が見込みより少なかったことによるものでございます。 

 続きまして，２０節扶助費につきましては，予算額６２億１,９７７万８,０００円でございます。こちら

に対しまして，８,３２１万６,９４２円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，障害者

自立支援給付費に係る件数が見込みより少なかったためでございます。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 続きまして，同じく１項６目医療福祉費につきまして，関根国保年金課長。 

○関根国保年金課長 続きまして，２０ページを御覧ください。 

 ６目医療福祉費，２０節扶助費につきましては，予算額１７億７,８３９万１,３７０円に対しまして，

２億５,９４７万６,１７２円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，医療福祉事業にお
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きまして対象となる医療費が見込みを下回ったことによるものであります。 

○小泉委員長 続きまして，２項児童福祉費，１目児童福祉総務費につきまして，柴﨑参事兼子ども課長，

お願いします。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 ２項児童福祉費，１目児童福祉総務費，１３節委託料につきましては，

当初予算が２億６６０万円のところ３,５６０万３,９５９円の不用額が生じております。この主な理由につ

きましては，保育所等で親子の交流などを実施する地域子育て支援拠点事業におきまして，実施箇所数が見

込みより少なかったためでございます。 

 以上です。 

○小泉委員長 続きまして，同じく２項３目保育所費につきまして，松本幼児教育課長，お願いします。 

○松本幼児教育課長 ２１ページを御覧ください。 

 ３目保育所費，１３節委託料につきましては，予算額７２億２,８９５万５,０００円のところ６億

７,９８４万２,０３２円の不用額が生じております。主な理由につきましては，民間保育所等運営経費にお

いて定員弾力化のため定員の１１０％を見込んでいたところ，本町等の保育施設で利用する人が見込みより

少なかったためであります。 

 続きまして，１９節負担金補助及び交付金につきましては，予算額２億２,６９２万８,２６９円のところ

９,７５１万９,７５５円の不用額が生じております。主な理由につきましては，保育所や小規模保育事業者

等の保育施設の感染症対策を支援するための新型コロナウイルス感染症対策補助金の申請件数が見込みより

少なかったためであります。 

 続きまして，２０節扶助費につきましては，予算額１億１,０００万円のところ５,２８９万１,１７４円

の不用額が生じております。主な理由につきましては，民間保育所等運営経費において幼児教育・保育の無

償化の対象となる預かり保育事業の利用が見込みより少なかったためであります。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 同じく２項４目放課後児童費につきまして，大和放課後児童課長，お願いいたします。 

○大和放課後児童課長 続きまして，４目放課後児童費，１１節需用費につきましては，３,３２９万

７,３２７円の不用額が生じております。当初の予算でございますが，こちら需用費の中で原因となりまし

た消耗品費のみ説明させていただきます。令和２年度当初予算のうち消耗品の予算のほうが各開放学級の消

耗品として７３０万円取っておりました。９月補正と２月補正で新型コロナウイルス感染症対策緊急包括支

援交付金のほうの補助金として，あわせて６,７００万円，消耗品費のほうが増えました。その中で，開放

学級の新型コロナウイルス感染症対策における消耗品の見込みが少なかったために不用額が生じました。

２月補正の３,０００万円につきましては，令和３年度に繰り越しております。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 続きまして，３項生活保護費中，２目生活保護扶助費につきまして，櫻井生活福祉課長，お

願いいたします。 

○櫻井生活福祉課長 続きまして，３項生活保護費，２目生活保護扶助費，２０節扶助費につきましては，

当初予算額は８８億１,６００万円でございます。そのうち３億８７０万５７８円の不用額が生じておりま
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す。主な理由につきましては，生活保護世帯数及び人員数の見込みが当初よりも少なかったためであります。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 衛生費も通しでよろしいですか。 

○福島委員 じゃなきゃ，時間終わっちゃう。 

○小泉委員長 それでは，第４款衛生費中，１項保健所費，４目母子保健費につきまして，野口地域保健課

長，お願いします。 

○野口地域保健課長 続きまして，２２ページを御覧ください。 

 第４款衛生費，１項保健所費，４目母子保健費のうち，１３節委託料につきましては，２億５,７２４万

４,０００円の予算であったところ，４,６９４万５５円の不用額が生じております。主な理由につきまして

は，妊娠届出が減少したことに伴い，妊婦健康診査の受診者数が見込みより少なかったことによるものでご

ざいます。 

 同じく１９節負担金補助及び交付金につきましては，３億２,７６０万円の予算のところ，５,６９３万

１,０１１円の不用額が生じております。こちらの主な理由といたしましては，不妊治療補助金の申請者が

見込みより少なかったことによるものでございます。 

○小泉委員長 続きまして，同じく１項５目健康増進費につきまして，野口地域保健課長。 

○野口地域保健課長 続きまして，５目健康増進費，１３節委託料につきましては，１億５,５６１万

１,０００円の予算のところ，５,００８万２,９２２円の不用額が生じております。主な理由といたしまし

ては，新型コロナウイルス感染症の影響により，がん検診の実施回数が縮小されたことによるものでござい

ます。 

○小泉委員長 同じく１項６目保健予防費につきまして，大図保健予防課長，お願いします。 

○大図保健予防課長 続きまして，第４款衛生費，１項保健所費，６目保健予防費，１３節委託料につきま

しては，予算額２４億６,０２９万９,７４０円のところ，６,９９１万２２２円の不用額が生じております。

主な理由といたしましては，予防接種経費において，小児肺炎球菌予防接種などの個別接種事業における接

種者数や緊急風疹抗体検査における受診者数が見込みより少なかったことなどになっております。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 続きまして，３項清掃費中，２目塵芥処理費につきまして，武田清掃事務所長，お願いしま

す。 

○武田清掃事務所長 続きまして，２３ページを御覧願います。 

 中段の３項清掃費，２目塵芥処理費，１１節需用費につきましては，予算額１億３,４０５万５,６２４円

に対しまして３,９３４万４,８３６円の不用額が生じております。主な理由といたしましては，清掃事務所

運営経費のうち直営分の塵芥処理収集車の燃料代について，清掃工場の位置の変更に伴う塵芥処理収集車の

走行距離が見込みより少なかったため，不用額が生じたものでございます。 

 同じく１３節委託料につきましては，予算額２３億８,５９８万３,１２８円に対しまして１億

１,４８７万２,３１４円の不用額が生じております。主な理由といたしましては，清掃工場運営経費におい

て，清掃工場からの搬出物処理料が見込みよりも少なかったことに加えまして，第三最終処分場が稼働する
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までの間，飛灰外部搬出について予算額よりも安価で実施できたことによるものでございます。 

 次に，１５節工事請負費につきましては，予算額４３億４０万４,３００円に対しまして１億８,１５７万

３,３００円の不用額が生じております。主な理由といたしましては，新ごみ処理施設整備事業費において

第三最終処分場整備事業が完了した結果，契約差金等の不用額が生じたことによるものでございます。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 同じく３項３目し尿処理費につきまして，黒澤衛生事業課長，お願いいたします。 

○黒澤衛生事業課長 それでは，２４ページをお願いいたします。 

 ３項清掃費，３目し尿処理費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，当初予算額が１億７２８万

５,０００円でございました。これに対して，３,３３１万４,２００円の不用額が生じております。この理

由につきましては，合併処理浄化槽等普及事業におきまして，浄化槽設置補助金の補助件数が見込みより少

なかったことによるものでございます。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 以上で，第１部の説明員のほうでの説明は終わりました。 

 質問のほうをお願いいたします。 

○福島委員 全部終わってからじゃ，駄目なのか。 

○小泉委員長 答弁者が入替えとなりますので。 

 福島委員。 

○福島委員 そうすると，これから残り半分あるんでしょう。答弁者はあと何人。 

○小泉委員長 入替えで，第６款の農林水産業費から後期高齢者医療会計までが第２部になります。 

○福島委員 それやったら２５分ぐらいかかっちゃうんでしょうよ。終わんない。終わらないとなれば，や

っちゃうよ。時間がなくなっちゃうでしょう。委員長に任せるけど，全部やって配分はどうなるの。 

○小泉委員長 １時間の中で委員に…… 

○福島委員 これ，あとの説明だって，今で残り２５分であれば，全部やると時間ねえんだろう。 

○小泉委員長 そうですね，多分説明一人一人いくと大変ボリュームがあるので。 

〔「やってる時間なくなっちゃう」と呼ぶ者あり〕 

○福島委員 じゃ，いいよ，入替えで。やったらとても今日中に間に合わない。 

○小泉委員長 それでは，第１款から第４款までの部分の答弁者が退室，入替えになってしまうんですけれ

ども，よろしいですか。 

○福島委員 これ，やってったら時間が，じゃ，これを総括で部長に質問すると，部長は困っちゃうか。 

○小泉委員長 詳細に関しましては，担当課長のほうがより答弁できると思います。 

○福島委員 そうだよな，通告してあるんだから。じゃ，概略でやっていきます。 

 じゃ，まず，第２款１項総務管理費，１目一般管理費の中の９節から１９節までの間で，委託料

１,２０９万８,１５４円，これをもう一回，当初予算が７,３４０万円で約１,２００万円余ったということ

ですが，この１,２００万円はどのように振り替えたのか，何に充てたのか。 

○小泉委員長 梅澤財政課長。 
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○梅澤財務部参事兼財政課長 不用額につきましては，予算がありましたが，執行せず予算額が残ったとい

うことで，その金額をほかのものに使ったというものではございません。これは不用額となっておりますの

で，別の用途に使っておりません。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 そうすると，当初の予算の見込み違いということなのか。７,３００万円という予算の中で

１,２００万円が不用額になったということはね，１,２００万円多く予算を組んじゃったということなんで

すか。 

○小泉委員長 もう一度，その事由に関しまして御説明をいただければと思います。 

 上垣外総務法制課長。 

○上垣外総務法制課長 委託料の不用額の理由につきましては，先ほど申し上げたとおり，コロナの影響に

よるというのが中心でございましたが，それ以外の契約差金が生じたということもございますので，この部

分に関しては見込みが少し甘かったということになるかなと思っています。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 分かればよろしい。それで，第２款総務費の１項総務管理費の中で，４目の財産管理費，

１１節の需用費，１５ページの下，２,８１１万５,６７２円，光熱水費が見込みよりも少なかったためと言

ったけれども，２,８００万円も見込み違いということで理解していいのか。 

○小泉委員長 谷津財産活用課長。 

○谷津財産活用課長 ただいまの福島委員の御質問にお答えいたします。 

 電気料金につきましては，当初東京電力からの見積りを得まして，最終的には第二電電，ＰＰＳとの見積

り合わせによりまして，経費節減となったものでございます。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 簡単なんだ。節減と言えばいい。 

 じゃ，その次の５目新庁舎整備費，１６ページの上，ここで１２節，１３節，１５節，１８節，１９節を

あわせると約１１億５,０００万円が未執行ということだけれども，この分は令和３年度にやったのか。 

○小泉委員長 谷津財産活用課長。 

○谷津財産活用課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 決算書につきましては未執行と表記してございますが，内容といたしましては，当初の請負契約と委託料，

備品購入等におきまして，契約差金が生じたものが主な理由となってございます。 

〔発言する者あり〕 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 それから，１８ページの徴税費，２項２目賦課徴収費の中で，２３節償還金利子及び割引料，

４,３０９万２,３２０円，これは還付金及び還付加算金が見込みより少ないというが，普通，還付金は多く

計算してあるのか。 

○小泉委員長 高安収税課長。 

○高安収税課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 



－70－ 

 還付金及び還付加算金につきましては，令和２年度は当初予算２億１,０００万円としたところですが，

こちらの予算の見込みにつきましては，過去５年間の平均を基に予算措置しているところでございます。平

成２８年度及び２９年度におきましては，還付金と還付加算金の合計が約２億８,０００万円ほどになって

おりましたので，予算額として２億１,０００万円を見込んだところでございます。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 それでは，第３款２項１目児童福祉総務費の中の１３節委託料，これは当初予算２億６６０万

円で委託料が３,５６０万３,９５９円と，地域子育て支援拠点事業が見込みより少なかったためというが，

当初はどのぐらい見込んでいたのか。 

○小泉委員長 柴﨑参事兼子ども課長。 

○柴﨑福祉事務所参事兼子ども課長 ただいまの質問にお答えいたします。 

 地域子育て支援拠点事業につきましては，当初，実施箇所数を１０か所と見込んでございましたが，実際

には９か所の実施にとどまっております。不用額の約３,５００万円のうちの一部がこの拠点事業となって

いる状況でございます。 

○福島委員 じゃ，やればいいわけで，しようがないからいいよ，ここまでで。 

○小泉委員長 ただいまの第１款から第４款までにつきまして，関連の質疑はございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 よろしいですか。 

 それでは，暫時休憩を取らせていただいて，執行部のほうの入替えをさせていただきます。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時１７分 休憩 

──────────────────────── 

午後 ２時２１分 再開 

○小泉委員長 それでは，休憩前に引き続き会議を開きます。 

 福島委員の通告に基づく，第６款農林水産業費から特別会計までの質疑を行います。 

 先ほど同様，順次，説明をいただきたいと思いますので，私の呼称が入るとまたちょっと時間がかかって

しまいますので，順次，説明のほうを進めていただきたいと思います。 

 それでは，第６款農林水産業費，１項農業費，３目農産振興費から，深澤技監兼農政課長より順次，お願

いをいたします。 

○深澤産業経済部技監兼農政課長 決算審査関係資料２４ページを御覧ください。 

 第６款農林水産業費，１項農業費，３目農業振興費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，予算

額１０億６,７１８万３,９３４円のうち７,７３８万９,８３０円の不用額が生じております。この主な理由

につきましては，担い手への農地集積を推進するための農地中間管理機構農地集積協力事業補助金と，地域

における農地のり面の草刈り等の共同活動を支援する農業農村多面的機能維持事業補助金の申請件数が見込

みより少なかったためでございます。 
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 以上でございます。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 続きまして，２５ページ，中段の第７款１項商工費，２目商工業振興

費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，当初予算，補正予算をあわせまして１６億８,８４８万

３,４００円でございまして，支出額が１１億８,７６５万８,８９３円となっております。翌年度へ繰越し

した額が３億８,８１５万円であり，不用額が１億１,２６７万４,５０７円となってございます。この主な

理由につきましては，商工業金融経費において県の新型コロナウイルス感染症対策融資等が創設されたこと

に伴いまして，自治金融や振興資金融資あっせん件数が見込みより減少し，中小企業信用保証料補給補助金

や利子補給補助金が大幅に少なくなったことによるものでございます。 

 以上です。 

○大森建設部技監兼建設計画課長 それでは，資料の２６ページ目を御覧ください。 

 第８款土木費，２項道路橋りょう費，３目道路新設改良費，１３節委託料につきましては，３,２５５万

６,６５６円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，国庫補助事業費の国費要望額に対

しまして，内示額が低かったことによる財源不足及び執行年度の見直しなどにより不用額が生じたものでご

ざいます。 

 続きまして，同目１５節工事請負費につきましては，２億８５３万９,９９４円の不用額が生じてござい

ます。この主な理由につきましては，同じく国庫補助事業の国費要望額に対しまして，内示額が低かったこ

とによる財源不足や執行年度の見直しにより不用額が生じたものでございます。 

 続きまして，同目１７節公有財産購入費につきましては，７,３０７万３３円の不用額が生じてございま

す。この主な理由につきましては，やはり国庫補助事業の国費要望額に対しまして，内示額が低かったこと

による財源不足のため未執行が生じたものでございます。 

 続きまして，下の４目交通安全施設整備費，１５節工事請負費につきましては，３,９６４万６,９７６円

の不用額が生じてございます。この主な理由につきましては，先ほどと同様，国庫補助事業費の国費要望額

に対しまして，内示額が低かったことによる財源不足のため未執行が生じたものでございます。 

 説明は以上です。 

○平澤都市計画課長 続きまして，４項都市計画費でございます。１目都市計画総務費，１５節工事請負費

につきましては，４,５４４万２,５６８円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，市街

地整備推進事業及び泉町周辺地区整備事業におきまして，工事執行により契約差金が生じたためであります。 

 以上でございます。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 それでは，３目公共下水道費でございます。２８節繰出金で２億

６,１００万円の不用額が出ております。予算額は５２億３,４００万円でございまして，こちらは公営企業

である下水道事業会計において維持管理費等の経費節減など，経営努力により予算を下回る繰出金とするこ

とができたものでございます。 

 以上です。 

○大森建設部技監兼建設計画課長 続きまして，４目街路整備事業費，１５節工事請負費につきましては，

３,７７３万４,９５６円の不用額が生じてございます。この主な理由につきましては，国庫補助事業の国費
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要望額に対してまして，内示額が低かったことによる財源不足のため未執行が生じたものでございます。 

 続きまして，同目２２節補償補塡及び賠償金につきましては，４,１９７万６,１７５円の不用額が生じて

ございます。この主な理由につきましては，国庫補助事業の国費要望額に対しまして，内示額が低かったこ

とによる財源不足のため未執行が生じたものでございます。 

 続きまして，５目都市下水路費，１５節工事請負費につきましては，１億９９１万９,１２８円の不用額

が生じてございます。この主な理由につきましては，都市下水路工事の執行年度の見直しなどにより本年度

の未執行が生じたためでございます。 

 以上でございます。 

○平澤都市計画課長 続きまして，６目公園費でございます。１１節需用費につきましては，３,０７２万

４,１９１円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，水戸市植物公園の新たな熱源利用

に当たり，灯油や電気の使用量が見込みよりも少なかったことにより，燃料費や光熱水費の差金が生じたも

のでございます。 

 続きまして，１３節委託料につきましては，６,２１５万１,７７４円の不用額が生じております。この主

な理由につきましては，公園等管理費や千波湖浄化経費などの業務委託の執行に伴い契約差金が生じたもの

のほか，執行年度の見直しや取りやめなどの未執行によるものでございます。 

 続きまして，１５節工事請負費につきましては，５,８６８万９,２００円の不用額が生じております。こ

の主な理由につきましては，公園整備事業の工事執行に伴い契約差金が生じたもののほか，執行年度を見直

したことなどの未執行によるものでございます。 

 続きまして，２８ページをお開き願います。 

 ５項住宅費，２目住宅建設費，１５節工事請負費につきましては，８,９０７万５,３７０円の不用額が生

じております。この主な理由につきましては，河和田住宅建て替え事業や砂久保住宅建て替え事業の工事執

行に伴い契約差金等が生じたためであります。 

 以上でございます。 

○小川学校保健給食課長 続きまして，２９ページを御覧ください。 

 第１０款教育費，１項教育総務費，２目事務局費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，予算額

９,３２０万４１５円のところ，３,２１２万７,２３７円の不用額が生じております。この主な理由につき

ましては，学校給食管理費において給食用物資を加工し納入する業者を支援するために創設した学校給食新

型コロナウイルス感染症対策補助金の申請が見込みより少なかったためでございます。 

 以上でございます。 

○野澤教育研究課長 続きまして，３目総合教育研究所費，１４節使用料及び賃借料につきましては，予算

額７,６６４万６,０００円に対しまして４,８５０万８,８１４円の不用額が生じております。この主な理由

につきましては，新型コロナウイルス感染症の影響により，船中泊を伴う自然教室及び小中学生対象の音

楽・演劇鑑賞会が中止となり，バス借り上げ料の支出がなかったためでございます。 

 以上でございます。 

○和田学校施設課長 続きまして，２項小学校費，１目小学校管理費，１１節需用費につきましては，１億
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８,２４４万３,９６７円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，学校の臨時休業等の影

響により，小学校給食管理費において賄材料費が見込みより少なかったためでございます。 

 続きまして，１４節使用料及び賃借料につきましては，３,７０５万１６５円の不用額が生じております。

この主な理由といたしましては，小学校教育用コンピュータ経費において，当初予算ではリース契約で調達

しようとしていたタブレット端末を備品購入費で購入することとしたため，賃借料が見込みより少なかった

ためでございます。 

 続きまして，１８節備品購入費につきましては，３,３２０万３,６４７円の不用額が生じております。こ

の主な理由につきましては，小学校教育用コンピュータ経費において大型提示装置の契約差金が生じたため

でございます。 

 続きまして，３目小学校建設費，１３節委託料につきましては，４,５２７万５,２７０円の不用額が生じ

ております。この主な理由につきましては，小学校施設設備整備事業費において，新規校内ＬＡＮ環境検討

設定及び保守管理業務委託等について契約差金が生じたためであります。 

 続きまして，３目小学校建設費，１５節工事請負費につきましては，３億２,０５３万６,８６９円の不用

額が生じております。この主な理由につきましては，小学校施設設備整備事業費及び見川小学校校舎改築事

業費について契約差金が生じたためであります。 

 ページを返していただきまして，３０ページでございます。 

 ３項中学校費，１目中学校管理費，１１節需用費につきましては，３,５０４万１,８００円の不用額が生

じております。この主な理由につきましては，中学校運営経費において消耗品費及び光熱水費が見込みより

少なかったためなどでございます。 

○細谷学校管理課長 続きまして，同項２目中学校教育振興費，２０節扶助費につきましては，予算額

８,５９０万４,０００円のところ，３,６９０万８,４３２円の不用額が生じております。この主な理由は，

要保護及び準要保護生徒就学奨励費につきまして，新型コロナウイルス感染症の影響のため中学校の学校行

事である修学旅行や宿泊学習等が中止になったことなどにより，見込みより少なくなったためでございます。 

○小泉委員長 残り時間僅かなんで，極力簡潔にお願いいたします。 

○和田学校施設課長 続いて，３目中学校建設費，１５節工事請負費につきましては，１億５,４３８万

４,７１６円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，中学校施設設備整備事業費におい

て，新規校内ＬＡＮ整備工事費について契約差金が生じたためであります。 

○松本幼児教育課長 続きまして，４項幼稚園費，３目私立幼稚園費，１３節委託料につきましては，

４,０４８万４,６１４円の不用額が生じております。主な理由につきましては，幼稚園等の幼児教育施設を

利用する保育の必要のない１号認定の園児が見込みより少なかったためでございます。 

 以上でございます。 

○小川歴史文化財課長 続きまして，５項社会教育費，１目社会教育総務費，１５節工事請負費につきまし

ては，予算額５億９,２４３万８,０００円に対しまして１億３,９２１万９,５６０円の不用額が生じており

ます。この主な理由につきましては，水戸城周辺歴史的建造物整備事業において水戸城二の丸角櫓及び土塀

復元整備工事等の執行により契約差金が生じたためでございます。 
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 以上でございます。 

○柏市民協働部参事兼スポーツ課長 続きまして，資料３１ページを御覧ください。 

 第１０款教育費，６項保健体育費，１目保健体育総務費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，

４,００８万２,０７０円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，市民スポーツ大会や各

種スポーツ競技団体の主催大会などが新型コロナウイルス感染症の影響により中止や規模縮小になったこと

から，各種補助金が減額したためでございます。 

 以上でございます。 

○小川学校保健給食課長 続きまして，３目学校給食共同調理場費，１１節需用費につきましては，予算額

４億１,９００万８,３００円のところ，６,２４２万５,４０７円の不用額が生じております。この主な理由

につきましては，学校給食共同調理場運営経費において，新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための

学校の臨時休業に伴い給食の提供回数が減り，賄材料費の執行が見込みより少なくなったためでございます。 

○梅澤財務部参事兼財政課長 ３１ページの最下段でございます。 

 第１２款公債費，１項公債費の利子でございます。不用額が７,２６７万８,６４８円となっております。

公債費の利子につきましては，予算の段階で借入分の公債費の利子がございましたので，この見込みを下回

ったものでございます。 

○関根国保年金課長 続きまして，３２ページを御覧ください。 

 国民健康保険会計における不用額について，御説明いたします。 

 第２款保険給付費，１項療養諸費，１目一般被保険者療養給付費，１９節負担金補助及び交付金につきま

しては，１億８,８７３万５１７円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，一般被保険

者療養給付費において対象となる医療費が見込みを下回ったことによるものであります。 

 次に，２目退職被保険者等療養給付費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，３,８５４万

９,４１８円の不用額が生じております。主な理由につきましては，退職被保険者等療養給付費において対

象となる医療費が見込みを下回ったことによるものであります。 

 次に，２項出産育児諸費，１目出産育児一時金，１９節負担金補助及び交付金につきましては，

５,２２５万１,６２２円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，出産育児一時金におい

て対象となる出産件数が見込みを下回ったことによるものであります。 

 次に，４項高額療養諸費，１目一般被保険者高額療養費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，

７,１２３万９,３２３円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，一般被保険者高額療養

費において高額療養費の支給対象となる医療費の発生が見込みを下回ったことによるものであります。 

 次に，第３款国民健康保険事業費納付金，１項医療給付費納付金，１目一般被保険者医療給付費納付金，

１９節負担金補助及び交付金につきましては，１億９,７０６万２,９４２円の不用額が生じております。こ

の主な理由につきましては，一般被保険者医療給付費納付金において医療費の増に伴う納付金額の増額に備

えておりましたが，見込みを下回ったことによるものであります。 

 次に，３２ページ下段から３３ページ上段を御覧願います。 

 第５款保健事業費，１項特定健康診査等事業費，１目特定健康診査等事業費，１３節委託料につきまして
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は，４,６１５万２０１円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，新型コロナウイルス

感染症の影響による集団健診の実施回数の縮小，受診定員の制限によるものであります。 

 次に，第８款予備費，１項予備費，１目予備費につきましては，２億９,９８７万６,６４３円の不用額が

生じております。この主な理由につきましては，予備費の充当につながる突発的な歳出の発生がなかったこ

とによるものであります。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 最後まで説明されますか。 

○福島委員 説明して。最後二，三分だけちょっと。 

○小泉委員長 続けて，公設地方卸売市場会計のほうをお願いします。 

○宮田公設地方卸売市場長 公設地方卸売市場事業会計，第１款卸売市場費，１項卸売市場費，１目市場運

営費，１３節委託料及び１５節工事請負費につきましては，委託料が４,４４１万８,５９０円，工事請負費

が３,０９７万３,１３０円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，施設整備事業におき

まして契約差金及び執行年度を見直したことなどによる未執行が生じたためでございます。 

 １９節負担金補助及び交付金につきましては，５,５８７万３,１９０円の不用額が生じております。主な

理由につきましては，施設整備事業におきまして，市場施設整備事業補助金が見込みより少なかったためで

ございます。 

 説明は以上でございます。 

○木村都市計画部技監兼市街地整備課長 次に，３４，３５ページを御覧ください。 

 第１款東前第二土地区画整理事業費，１項東前第二土地区画整理事業費，１目東前第二土地区画整理事業

費，１３節委託料につきましては５,５９０万１，５６８円，１５節工事請負費につきましては６,６２０万

７,０００円，２２節補償補塡及び賠償金につきましては３,７１６万円の不用額が生じております。この主

な理由につきましては，補償対象物件の建設物等の移転が遅れ，移転完了後に予定していた委託や工事等の

未執行が生じ，保留地売払いが見込みより少なかったためであります。 

 以上です。 

○荻沼介護保険課長 続きまして，介護保険会計でございます。 

 ３５ページの下から３段目の第２款保険給付費，１項介護給付費，２目地域密着型介護サービス給付費，

１９節負担金補助及び交付金につきましては，予算額４２億３,４１１万３,７１７円に対し，４億

５,６８４万６,２８９円の不用額が生じております。この主な理由につきましては，比較的小規模な事業所

が提供する介護サービスの地域密着型サービスにおきまして，給付件数が見込みより少なかったためでござ

います。 

 ページを返していただきまして，３６ページを御覧ください。上から２段目でございます。 

 同項６目介護サービス計画給付費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，予算額１１億

５,００６万５,０００円に対しまして３,３９４万３,４３９円の不用額が生じてございます。この主な理由

につきましては，居宅におけるケアプランの作成業務を行う居宅介護支援において，給付件数が見込みより

少なかったためでございます。 
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 次に，同じページの第３款地域支援事業費，１項介護予防・生活支援事業費，１目介護予防・生活支援サ

ービス事業費，１９節負担金補助及び交付金につきましては，予算額５億２,９６４万８,０００円に対しま

して５,２６５万７,９９２円の不用額が生じてございます。この主な理由につきましては，新型コロナウイ

ルス感染症の影響により介護の度合いが比較的軽い要支援者が利用する訪問型・通所型サービス費が見込み

より少なかったためでございます。 

 次に，３７ページでございます。 

 第６款予備費，１項予備費，１目予備費につきましては，予算額２億円に対しまして１億８,４３２万

３７３円の不用額が生じてございます。予備費につきましては，想定外の支出に対応するものでございます

が，令和２年度におきましては介護給付費の財源である国・県等からの交付金の返還金等に充当した金額が

１,５６７万９,６２７円でございましたので，予算残額が不用額となったものでございます。 

 介護保険会計については，以上でございます。 

○関根国保年金課長 同じく３７ページ，後期高齢者医療会計の不用額について，御説明いたします。 

 第２款後期高齢者医療広域連合納付金，１項後期高齢者医療広域連合納付金，１目後期高齢者医療広域連

合納付金，１９節負担金補助及び交付金につきましては，３億３６２万４,７３５円の不用額が生じており

ます。この主な理由につきましては，後期高齢者医療広域連合保険料納付金において後期高齢者医療制度の

保険料額が見込みを下回り，減額となったことによるものであります。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 福島委員。 

○福島委員 時間も過ぎたのでトータルでやります。要するに，今回の不用額は，今ずっと３,０００万円

以上の項目について説明いただいたんですが，時間がなくなりましたので，その中でも第２款総務費として

２６億円，また第３款民生費として２７億円，第４款衛生費として８億円，それから第６款農林水産業費で

１億６,０００万円，土木費として１３億円，教育費として１４億円，あわせて９６億３,９００万円であり

ます。これが５０万円以上の項目の合計であります。５０万円以下の項目をあわせますと１２３億円という

形になるわけでございます。この決算は，１００億円以上不用額を出すということは，議会に対して予算を

組むときにはもっと綿密に，そして万全な体制で執行限度額を全て市民のために執行できるように，次回か

ら配慮していただきたい。 

 以上でいいです。 

○小泉委員長 以上で，通告に基づく質疑を終了といたします。 

 それでは，第６款農林水産業費から特別会計について，福島委員の通告に関連する質疑があれば発言を願

います。 

 袴塚委員。 

○袴塚委員 土木費等において，契約差金のほかに未執行というのが土木費に限らずあるんですが，これは

条件が整えば今年度執行するということなんでしょうか。それとも，もうやらないということで未執行とい

う処理をされているのか，ちょっとお聞かせをいただきたいんですが。 

○小泉委員長 梅澤財政課長。 
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○梅澤財務部参事兼財政課長 ただいまの袴塚委員の御質問にお答えいたします。 

 令和２年度の初期におきましては，新型コロナウイルス感染症の影響で緊急事態宣言が発出されまして，

商業施設の営業自粛など本市の経済が大きな打撃を受けることが想定されたため，市税についても予算額の

確保は不透明な状況でございました。このため，緊急的な措置として市単独の投資的事業の一部を先送りす

ることを決定しております。事業費で５億７,０００万円，一般財源で３億円の事業を令和２年度予算措置

いたしましたが，令和３年度に先送りをいたしました。これらの事業については，令和３年度予算で優先的

に予算措置をしております。 

 決算におきましては，国が地方財政の支援として地方創生臨時交付金や調整債，徴収猶予特例債などの臨

時的な措置を行っていただけましたので，実質収支額は予定どおり出ましたが，当初につきましては，相当

税収の見込みが危険であるということで，令和２年度については，単独事業について執行停止したものが一

部ございますので，それらについては本年度に優先的に予算措置をしております。 

 以上であります。 

○小泉委員長 袴塚委員。 

○袴塚委員 ありがとうございました。コロナウイルスがあって予算が安定的じゃないんで，市単独事業に

ついては先送りをさせていただいて財源の確保をしたと。したがって，その分については今年度優先的に事

業推進しますよと，こういう解釈でよろしいんですね。 

 それから，社会教育費の中で１億３,９００万円の工事請負契約差金が生じております。これは，先ほど

私が質問した二の丸角櫓も含めた周辺整備の費用だと思うんです。これだけの予算を余しながらね，やっぱ

りああいう取付け道路を造ってしまったということ。こだわりますからね。それはね，どういう意味があっ

て，これだけの予算を残しながら，ああいうものになってしまったのかという，その考え方はいかがなもの

かと思うんですが，御答弁願います。 

○小泉委員長 小川歴史文化財課長。 

○小川歴史文化財課長 １億３,９２１万９,５６０円の不用額の中身についてでございますが，こちらにつ

きましては，二の丸角櫓，あと土塀の復元の整備に要する経費でございまして，平成２９年度から令和２年

度までの４年間において継続費として説明させていただいたところでございます。こちらについては，その

本体工事及び土塀の工事に使わせていただいたところでございます。 

 委員御指摘の取付け道路，通称アプローチ道路と呼ばれている部分なんですけれども，そちらは継続費の

ほうに入ってございませんでした。こちらにつきましても，委員の御指摘がございましたように，歩行者の

ほうからもちょっと歩きづらいという声が届いているのも事実でございます。現在，歩行性ですとか，景観

に配慮したような路面ですとか，周辺のことについても改修するような検討を進めているところでございま

す。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 ないようでございますので，以上で，福島委員の通告に関する質疑を終わらせていただきま
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す。 

 次に，小川委員の通告に基づく質疑を行いたいと思いますが，説明員の入替えのため暫時休憩いたします。 

午後 ２時５３分 休憩 

──────────────────────── 

午後 ２時５６分 再開 

○小泉委員長 それでは，休憩前に引き続き通告に基づく質疑を行います。 

 小川委員から発言を願います。 

○小川委員 それでは，通告に従いまして，令和２年度決算についての質問をしてまいります。 

 担当課長におかれましては，明快な答弁をお願いいたします。私の質問は，一般会計予備費充当状況につ

いてでございます。決算審査関係資料１３ページから１４ページにかけて記載がございます。時間に限りが

ございますので，令和２年度決算の大きな特徴でございます新型コロナウイルス感染症対応関係から５つの

項目を取り上げて伺ってまいりたいと思います。 

 まず，最初の質問でございますが，第２款１項７目交通政策費のうち，路線バスけやき台・水戸駅南口線

運行補助金の増額として４８０万円の予備費が充当されております。これについて，予算額と決算額はそれ

ぞれ幾らなのか，そしてまた，この４８０万円を追加で支出した理由を伺ってまいりたいと思います。 

○小泉委員長 川上交通政策課長。 

○川上交通政策課長 令和２年度決算関係資料１３ページをお開き願います。 

 小川委員からの予備費の充当に関する御質問のうち，交通政策費に関する御質問にお答えいたします。 

 路線バスけやき台・水戸駅南口線運行補助金につきましては，当初予算額は１,２００万円でございます。

決算額は予備費による増額分４８０万円を合算した１,６８０万円でございます。そして，増額の理由につ

きましては，新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言の発出や移動自粛により利用者数が大幅

に落ち込んだため，当初の補助金額を増額することとしたためでございます。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 小川委員。 

○小川委員 ありがとうございます。いずれにしろ，路線バスの維持は大変重要な施策でございます。今後

ともしっかりとコロナに対応していかなければなと思っておる次第でございます。 

 しかしながら，市が公的支援を行うことは，いわゆるコロナについても必要最小限にとどめることが原則

ではなかろうかとも思っております。今後におかれましては，バスの利用促進を図り，最終的には市の補助

がなくても，いわゆる持続可能な運行ができるよう，大いに支援に取り組んでいただきたいと思っている次

第でございます。 

 続けて，次に，第３款１項１目社会福祉総務費のうち，住居確保給付金の増額として１,７４８万

６,６３４円の予備費が充当されております。この給付金については，補正予算で増額されたと私も記憶し

ておりますが，まずはこの給付金の制度の詳細についてお伺いするとともに，補正後の予算額とその決算額，

そして対象者数と平均給付額について，お答えをいただきたいと思います。 

○小泉委員長 櫻井生活福祉課長。 



－79－ 

○櫻井生活福祉課長 住居確保給付金について，お答えいたします。 

 住居確保給付金につきましては，離職等により住居を失う方，または失うおそれのある方に対し，家賃相

当額を３か月間，最大で９か月間支給するとともに，就労機会の確保に向けた支援を行う制度でございます。

国において令和２年４月に新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ，収入が減少した方についても給付の

対象としたことから利用者が増加したため，６月に増額補正して４,０８０万円としたところでございます

が，見込みよりも多くの方に御利用いただいたことから決算額が５,８２８万６,６３４円となり，予備費充

当したところでございます。なお，利用件数は３０７件，平均給付額は約１９万円となっております。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 小川委員。 

○小川委員 大変ありがとうございます。コロナ禍で生活がかなり困窮されておる方々が今日たくさんおら

れます。当該給付金制度をはじめ，様々な制度を大いに活用していただいて，今後ともいわゆる市民生活そ

して福祉向上，これらをしっかりと支えていただくよう要望して，この質問は終わりにしたいと思います。

ありがとうございました。 

 続いて，３点目の質問をいたします。第４款１項６目保健予防費のうち，患者の入院に係る診療報酬公費

負担について，１,２０３万７,９４２円の予備費が充当されております。私自身もまだこの制度に詳しくは

ございませんので，制度の概要を教えていただくとともに，まず対象者は何人であったか，そして決算状況

をお伺いしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小泉委員長 大図保健予防課長。 

○大図保健予防課長 小川委員からの第４款１項６目保健予防費のうち，２０節扶助費，患者の入院に係る

診療報酬公費負担に関する御質問にお答えいたします。 

 まず，制度の概要でございますが，新型コロナウイルス感染症患者が感染症指定医療機関に入院した際の

医療費は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づき，当該入院患者または

その保護者からの申請により，都道府県，中核市等が公費で負担することとなっております。入院患者が医

療保険に加入している場合は，医療保険料の給付が優先され給付後に残る患者の自己負担分を公費負担いた

します。 

 令和２年度の決算状況といたしましては，公費負担の総額が１,２０３万７,９４２円となっており，この

全額を予備費充当により支払っております。内訳といたしましては，対象の入院患者数が８１人，入院日数

が延べ１,１１０日となっております。なお，新型コロナウイルス感染症患者の軽症者等に係る宿泊療養費

及び自宅療養における医療費等は，この制度の対象外であり都道府県の負担となってございます。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 小川委員。 

○小川委員 ありがとうございました。保健所の職員の皆様方におかれましては，感染された方々への支援，

ＰＣＲ検査，そしてワクチン接種など，昼夜を問わずして今日まで，まだ先の見えぬことでございますけれ

ども，激務をこなされており，本当に頭の下がる思いでございます。いずれにしても，市民の命と健康を守

るため，皆様の奮闘が不可欠でございます。このコロナ禍が収束するまで，もうしばらくの間，頑張ってい
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ただきますよう切にお願いを申し上げながら，この質問を終わりにいたします。 

 では，次に，第７款１項２目商工業振興費のうち，１９節負担金補助及び交付金に４,６５８万

３,２９９円の予備費を充当したとのことでございますが，事由として３つの説明が記載されております。

それぞれの制度の概要と予算額と，そして決算額，また対象件数などをお伺いいたします。よろしくお願い

いたします。 

○小泉委員長 長谷川参事兼商工課長。 

○長谷川産業経済部参事兼商工課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 初めに，事業者支援制度活用促進補助金につきましては，事業者が雇用調整助成金や持続化給付金などの

各種支援制度を利用するに当たり，専門家に手続を依頼した際の代行費用に対する補助制度でございます。

決算額は１,７７５万７,０００円であり，この全額を予備費充当したところです。件数は４９０件となって

おります。 

 次に，飲食店テイクアウトサービス緊急支援金につきましては，テイクアウトサービスを実施する飲食店

を支援するため，一律１０万円を給付するものでございます。予算額は５,０００万円としたところであり

ますが，見込みよりも多くの方に御利用いただいたことから決算額は６,９７０万円となり，予備費を充当

したところです。件数は６４９件となっております。 

 最後に，事業継続緊急支援金につきましては，新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少した

ものの，国の持続化給付金の支給要件を満たすことができない事業者の事業継続を支援するため，法人

２０万円，個人事業主１０万円の支援金を一律に給付するものでございます。予算額は１億１,０００万円

としたところでございますが，見込みよりも多くの方に御利用いただいたことから決算額は２億５２０万円

となり，予備費を充当したところです。件数は９７２件となっております。 

 説明は以上でございます。 

○小泉委員長 小川委員。 

○小川委員 大変ありがとうございます。いずれにしろ，先の見えない状況，長引くコロナ禍の中，飲食店

をはじめ事業所の皆様は，今日大変厳しい状況下に置かれておるのではなかろうかと思っております。地域

経済を担う事業者の皆様をしっかりと支えていくことは，行政の責務でなかろうかと思います。苦境にあえ

ぐ事業者の支援に引き続き尽力をいただきますようお願いを申し上げて，最後の質問に入らせていただきま

す。 

 第１０款２項１目小学校管理費のうち，１１節需用費に１,０６２万３４６円の予備費が充当されていま

す。この中に児童用ネッククーラー，教職員用フェイスシールド等を購入したとの説明が記載されておりま

すが，購入の理由とともに購入単価と数量をお伺いしてまいりたいと思います。 

 以上，よろしくお願いいたします。 

○小泉委員長 小川学校保健給食課長。 

○小川学校保健給食課長 それでは，資料１４ページをお開きください。 

 第１０款教育費，２項小学校費，１目小学校管理費，１１節需用費について御説明いたします。昨年度は，

新型コロナウイルス感染症の影響により，学校が４月，５月に臨時休業となり，その分の授業時間数を確保
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するため夏季休業期間を短縮して授業を行いました。児童は，真夏の日差しの中，登下校をすることとなり

熱中症を発症するおそれもございましたので，首元を冷やすネッククーラーを１万３,４００個購入いたし

まして，全ての児童に１枚ずつ配付いたしました。購入単価でございますが，４年生から６年生が使用する

普通サイズが５０４円，１年生から３年生が使用するキッズサイズが５１７円となっております。また，感

染症対策のため教職員用のフェイスシールドを２,４８０個購入いたしました。購入単価につきましては，

１個当たり１７６円となります。このほか，同じく感染症対策といたしまして，手指消毒液や非接触式体温

計などを購入しております。 

 以上でございます。 

○小泉委員長 小川委員。 

○小川委員 ありがとうございます。いずれにしろ，このように１つ１つの単価を聞きますと，本当に安い

と思いますけれども，いわゆる小中学校関係，学生は当然として，そして関係者まで，子どもたちの学習環

境をしっかりと守るため，教育委員会におかれましては，引き続き徹底した感染症対策に取り組んでいただ

きたいと存じます。 

 これまでそれぞれ御答弁をいただき，大変ありがとうございました。最後に，執行部の皆様に対しては，

コロナ禍が収束するまで，引き続き全力で感染症対策に取り組んでいただきますように心からお願いをいた

しまして，私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○小泉委員長 それでは，小川委員の通告に関連する質疑があれば発言を願います。 

 中庭委員。 

○中庭委員 私は，小川委員に関連して質問したいと思うんですけども，先ほどの質問の中に，ＰＣＲ検査，

これは決算審査関係資料の１３ページの中にＰＣＲ検査用遠心機を買ったとか，あるいは新型コロナウイル

ス感染症検査機購入補助金だとかいろいろ出ておりますけども，これによって，水戸市が今所有している，

あるいは補助したＰＣＲ検査の機器って何台あるのか，お答えいただきたいと思うんです。 

○小泉委員長 中庭委員，ただいまの小川委員の質問の通告は，第４款衛生費中，１項保健所費，１目保健

予防費のうちの２０節の扶助費のみでございまして，ただいま委員のおっしゃられている部分は，ちょっと

関連ではないというところになってしまいます。 

 中庭委員。 

○中庭委員 じゃ，ＰＣＲ検査が非常に大事だと私は思っているんですけども，これに対して，やっぱり患

者さんを生み出さないということで，各市町村では，独自にＰＣＲ検査に対する補助とか，あるいは負担だ

とかをやっていて，軽症者でも気軽にＰＣＲ検査が受けられるようにということでやっていて，これによっ

て，重症者を抑えるということが行われていると思うんです。その点について，今，水戸市は，平均でどの

くらいのＰＣＲ検査を年間行っているのか…… 

〔「ＰＣＲ検査の質問してないから駄目だよ」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 中庭委員，ただいまの件は，先ほど申し上げたとおり，ちょっと小川委員の質問の関連では

ないということでございますので，答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 

 ほかにございますか。 
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 黒木委員。 

○黒木委員 第２款１項７目の路線バスけやき台・水戸駅南口線運行補助金の件なんですが，この路線の利

用状況というのは令和２年度ではどの程度なのか。かなりたくさんの方に御利用いただいているのかどうな

のか，答弁いただけないでしょうか。 

○小泉委員長 川上交通政策課長。 

○川上交通政策課長 ただいまの黒木委員の御質問にお答えいたします。 

 令和２年度のこちらの路線の年間の乗客者数は３万６,７７４人でございまして，バス１台当たり４.７人

御利用いただいている状況でございます。 

○小泉委員長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○小泉委員長 ないようでございますので，以上で，小川委員の通告に関する質疑を終わらせていただきま

す。 

 それでは，本日の委員会はこの程度をもって散会したいと思います。 

 なお，明日の委員会は午前１０時から開催したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 それでは，以上をもちまして，本日の委員会を散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時１９分 散会 

 


